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福 井 県



 

 

明るい朝の 第 一声 

１、２、 ３ のかけ声で 

楽しい一 日 スタートだ！ 

今日は第３日 曜 日 

毎 日 見ている顔だけど 

なんだか今日 は うれしそう 

わが 家 に笑顔があふれてる 

みんなで過ごす家 庭 の日 

楽しい会話 の ごちそうで 

明 日 への力がわいてくる 

毎月１５日は『青少年育成の日』 

青少年の健全育成について「考え」「話し合い」、そして 

「行動の輪を地域」に広げましょう。 
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第１章 青少年とは 
 

こども家庭庁の「こども大綱」による用語の説明では、 

 

用 語 定 義（説 明） 

こども 心身の発達過程にある者 

若者 思春期及び青年期の者 

乳幼児期 義務教育年齢に達するまで 

学童期 小学生年代 

思春期 中学生年代からおおむね１８歳まで 

青年期 おおむね１８歳以降からおおむね３０歳未満 

 

とそれぞれ示されているが、他の法令、例えば「少年法」においては、「少年」を「２

０歳未満の者」と規定し、「児童福祉法」では、「児童」を「１８歳未満の者」とし、さら

に「児童」を、乳児（１歳未満）、幼児（満１歳から小学校就学始期に達するまでの

者）、少年（小学校就学始期から満１８歳に達するまでの者）に区分しているなど法

令によっては、その定義が異なっている。 

そのほか「学校教育法」「労働基準法」等においても、それぞれに名称と年齢区

分を規定している。 

 

 

主な成文法による青少年等の定義 

法令名 名称 年齢区分 備考 

こども基本法 

（第２条） 
こども 

心身の発達過程にあ

る者 
 

児童福祉法 

（第４条） 

児 

童 

乳児 １歳未満 

 幼児 
満１歳から小学校就

学始期に達するまで 

少年 
小学校就学始期から

満１８歳に達するまで 

少年法（第２条） 少年 ２０歳未満  

二十歳未満ノ者ノ飲

酒ノ禁止ニ関スル法

律（第１条） 

未成年者 １８歳未満  

二十歳未満ノ者ノ喫

煙ノ禁止ニ関スル法

律（第１条） 

未成年者 

１８歳未満 
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労働基準法 

（第５７条） 
年少者 １８歳未満 

満１５歳に達した日以

後の最初の３月３１日

が終了するまでは労働

者として用いてはなら

ない。 

学校教育法 

（第１７条等） 

幼児 

満３歳から小学校就

学の始期に達するま

で 

幼稚園 

学齢児童 
満６～満１２歳の学年

の終わり 
小学校 

学齢生徒 
小学校修了～満１５歳

の学年の終わり 
中学校 

刑法（第４１条） 責任年齢 満１４歳 
１４歳に満たない者の

行為は罰せられない。 

民法（第４条） 未成年者 １８歳未満  

風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に

関する法律 

（第２２条等） 

年少者 １８歳未満 

１８歳未満の者に客の

接待等をさせたり、客

として立ち入らせたり

することはできない。 

児童買春，児童ポル

ノに係る行為等の処

罰及び児童の保護等

に関する法律（第２

条） 

児童 １８歳未満  

インターネット異性紹

介事業を利用して児

童を誘引する行為の

規制等に関する法律

（第２条） 

児童 １８歳未満  

青少年が安全に安心

してインター 

ネットを利用できる環

境の整備等に 

関する法律（第２条） 

青少年 １８歳未満  

福井県青少年愛護条

例（第５条） 
青少年 

小学校就学始期から 

１８歳に達するまで 
 

 



第２章 青少年行政 



- 3 - 

第２章 青少年行政 
 

１ 福井県青少年総合対策本部 
⑴ 青少年総合対策本部の沿革 

   昭和５７年１０月、知事は福井県青少年問題協議会に、「自らの時代に活力あふれ

る希望に満ちた成人として活動できる青少年を、いかに育成するか」について諮問

し、昭和５８年３月にその答申を得た。 

その中の行政に対する提言の中において、今や青少年問題の解決は、関係各機

関が一同に会し英知を集めて一貫した方針のもとに、長期的・総合的に行わなけ

ればならない。そして、そのための機関として「青少年総合対策本部」を設置すべ

きだということが提唱され、それを受けて昭和５８年５月１６日に発足したものであ

る。 

 

⑵ 組織 

   福井県青少年総合対策本部は、行政と教育と警察の３つが一体となった組織で、

知事を本部長、防災安全部長、教育長および警察本部長を副本部長とし、７人の本

部員、１１人の常任幹事で構成されている。 

   常任幹事会で原案が検討され、幹事会、本部会を経て必要事項が決定される。 

 

⑶ 所掌事務 

   福井県青少年総合対策本部では、次の４つの事務を所掌している。 

ア 青少年に関する総合的な施策の企画および推進に関すること。 

イ 知事、教育委員会および警察本部長が実施する青少年対策事業の連絡および

調整に関すること。 

ウ 市町が実施する青少年対策についての連絡および指導に関すること。 

エ その他青少年対策に関し必要な事務に関すること。 

 

⑷ 青少年総合対策本部設置規程 

福井県青少年総合対策本部設置規程 

 

制定：昭和５８年５月１６日 

（設置） 

第１条 青少年対策の総合的な企画、調整および推進を図り、もつて青少年の健全な育

成に資するため、福井県青少年総合対策本部（以下「対策本部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。 

⑴ 青少年に関する総合的な施策の企画および推進に関すること。 

⑵ 知事、教育委員会および警察本部長が実施する青少年対策事業の連絡および調

整に関すること。 
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⑶ 市町が実施する青少年対策についての連絡および指導に関すること。 

⑷ その他青少年対策に関し必要な事務に関すること。 

（組織） 

第３条 対策本部は、本部長、副本部長および本部員をもつて組織する。 

２ 本部長は知事を、副本部長は防災安全部長、教育長および警察本部長をもつて充

てる。 

３ 本部員は、別表第１に掲げる職にある者をもつて充てる。 

（本部長および副本部長） 

第４条 本部長は、対策本部を代表し、その事務を総括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐して対策本部の事務を掌理し、本部長に事故があるとき

は、その職務を代理する。 

（幹事会） 

第５条 対策本部に、幹事会を置く。 

２ 幹事は、常任幹事および幹事とし、別表第２に掲げる職にある者をもつて充てる。 

３ 幹事会は、対策本部の所掌事務について企画、調査および立案を行うとともに、対

策本部が決定した施策の実施に関し必要な事項の連絡調整を行う。 

４ 幹事会は、必要があると認めるときは、適当と認める者に対し会議への出席を求め、

その意見を聴取することができる。 

（会議） 

第６条 対策本部の会議は、本部長が招集し、必要に応じて開催するものとする。 

（庶務） 

第７条 対策本部の庶務は、防災安全部県民安全課において処理する。 

（その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が

定める。 

 

附則（略） 

 

別表第１（第３条関係） 

総務部長 交流文化部長 健康福祉部長 産業労働部長 農林水産部長 

 土木部長 生活安全部長 

 

別表第２（第５条関係） 

１ 常任幹事 

スポーツ課長 県民安全課長 こども未来課長 児童家庭課長 

医薬食品・衛生課長 労働政策課長 高校教育課長 義務教育課長 

生涯学習・文化財課長 保健体育課長 人身安全・少年課長 
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２ 幹事 

広報広聴課長 大学私学課長 女性活躍課長 県民協働課長 定住交流課長 

地域福祉課長 障がい福祉課長 健康政策課長 地域医療課長  

保健予防課長 国際経済課長 中山間農業・畜産課長 水産課長  

県産材活用課長 土木管理課長 都市計画課長 交通指導課長 

 

⑸ 青少年総合対策本部組織図 
                             

         本 部 長          

        知 事          

                            

         副 本 部 長          

         防災安全部長、教育長、警察本部長          

                             

           本 部 員            

          

生
活
安
全
部
長 

土
木
部
長 

農
林
水
産
部
長 

産
業
労
働
部
長 

健
康
福
祉
部
長 

交
流
文
化
部
長 

総
務
部
長 

           

                             

                            

 幹        事   

  
                ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 

 

○ 
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  事務局：県民安全課               （○は常任幹事）     

                       

                               

 専門部会  
常任幹事会 

  

 ④ ③ ② ①    
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化
財
課
長 

義
務
教
育
課
長 

高
校
教
育
課
長 

労
働
政
策
課
長 

医
薬
食
品
・衛
生
課
長 

児
童
家
庭
課
長 

こ
ど
も
未
来
課
長 

県
民
安
全
課
長 

ス
ポ
ー
ツ
課
長 

  

 （○は部会長）  （○は代表幹事）  

  専門部会                         

  ①  薬物乱用防止部会：青少年による薬物乱用の防止対策            

  ②  非行防止部会：凶悪・粗暴な青少年非行の防止対策             

  ③  いじめ防止部会：いじめ問題への対策             

  ④  性非行防止部会：女子少年の性非行防止対策             

                               



- 6 - 

２ 青少年愛護センター 

⑴ 福井県の青少年愛護センターの沿革 

全国の少年補導センター（福井県では、青少年愛護センターに当たるもの）は、昭

和２７年に京都市警察本部が設置した「少年補導所」が始めとされている。 

また、福井県内の青少年愛護センターについては、昭和３５年に福井市が少年愛

護センターを設置（但し、行政機関による補導機関は、昭和２８年の福井市補導会連

合会等の発足がある。）したことが始めとされている。 

この愛護センターの設置とともに、補導員の委嘱や街頭補導、少年相談、環境浄

化の諸活動も開始され、その後、昭和３７年の中央少年問題協議会意見具申や昭和

３８年の同協議会決定などで、少年補導センターの充実強化がうたわれ、本県でも、

昭和３８年から昭和４０年代後半にかけて、各市町村で条例等による制度化がなさ

れ、充実強化が進められた。 

その後の市町村の合併などを経て、現在の状況となっている。 

 

⑵ 青少年愛護センター一覧 

センター名 所 在 地 電話番号 

福井市少年愛護センター 
〒910-8511 
 福井市大手3－10－1 

0776－20－
5418 

敦賀市少年愛護センター 
〒914－0047 
 敦賀市東洋町1－1 

0770－23－
0189 

小浜市青少年愛護センター 
〒917-8585 

 小浜市大手町6-3 

0770－64－

6033 

丹南青少年愛護センター 

〒915-0096 

越前市瓜生町5－1－1 
（サンドーム福井内） 

0778－23－
4550 

〃   鯖丹支所 
〒916－0022 

 鯖江市水落町2－24－2 

0778－52－

5988 

〃   南越支所 
〒915－8530 

 越前市府中1丁目13－7 

0778－22－

3977 

奥越青少年愛護センター 
〒912－0011 
 大野市南新在家28－1 

（ビュークリーンおくえつ 内） 

0779－66－
6690 

あわら市少年愛護センター 

〒919-0692 

 あわら市市姫三丁目1番1号 
(あわら市教育委員会 文化学習課
内) 

0776－73－
8042 

坂井市青少年愛護センター 
〒919－0522 
 坂井市坂井町上新庄28-5-3 

0776－50－
3400 

永平寺町青少年愛護センター 
〒910－1192 
 吉田郡永平寺町松岡春日1－4 

0776－61－
3400 

美浜町青少年愛護センター 
〒919－1141 

 三方郡美浜町郷市29－3 

0770－32－

1212 
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高浜町青少年愛護センター 
〒919－2292 
 大飯郡高浜町宮崎86－23－2 

0770－72－
7724 

おおい町青少年愛護センター 
〒919－2111 

 大飯郡おおい町本郷136－1－1 

0770－77－

1150 

若狭町青少年愛護センター 
〒919－1592 

 三方上中郡若狭町市場20-18 

0770－62－

2731 

 

⑶ ヤングテレホン等相談電話一覧 

名 称 電話番号 開設時間 

 ヤングテレホン＆メール相談 
（福井市少年愛護センター） 

0120－57－4970 

月～金 8：30～17：00 
(上記以外は留守番電話

及びメールで対応) 

家庭教育相談 

（敦賀市少年愛護センター） 

0770－23－0189 

0120－09－0523 
火～土 9：00～16：00 

家庭教育相談 
（小浜市青少年愛護センター） 

0770－64－6033 月～金 8：30～17：00 

ヤングテレホン 
（丹南青少年愛護センター鯖丹支所） 

0778－52－6114 
月～金 8：30～17：15 
(上記以外は 

 留守番電話で対応) 

ヤングテレホン 
（丹南青少年愛護センター南越支所） 

0778－23－6699 
月～金 8：30～17：15 
(上記以外は 

留守番電話で対応) 

ヤングテレホン 

（奥越青少年愛護センター大野分室） 
0779－66－1006 月～金 9：00～16：00 

ヤングテレホン 
（奥越青少年愛護センター勝山分室） 

0779－88－1004 月～金 9：00～16：00 

あわら市少年愛護センター 0776－73－8042 月～金 8：30～17：15 

坂井市青少年愛護センター 0776－50－3400 月～金 9：00～17：00 

永平寺町青少年愛護センター 0776－61－3400 月～金 8：30～17：00 

美浜町青少年愛護センター 0770－32－1212 火～金 8：30～17：00 

高浜町青少年愛護センター 0770－72－7724 月～金 8：30～17：00 

おおい町青少年愛護センター 0770－77－1150 月～金 8：30～17：15 

若狭町青少年愛護センター 0770－62－2731 月～金 8：30～17：15 
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⑷ 青少年愛護センター運営要領 

青少年愛護センター運営要領 

 

制定：昭和４９年４月１日 

（趣旨） 

第１ この要領は、地域における青少年の非行防止活動およびそれに関連する健全

育成活動を効果的にするため、青少年関係機関、団体の合同活動の拠点として、

市町が設置する青少年愛護センター（以下「センター」という。）の設置ならびに円

滑適正な運営をはかるために必要な事項を定めるものとする。 

（名称） 

第２ センターの名称は、青少年愛護センター、または少年愛護センター、もしくは青

少年センター等なるべく青少年および地域住民に親しみやすいものを用いるもの

とする。 

（建物） 

第３ センターの建物は、おおむね次の各号に適合するものでなければならない。 

⑴ 原則として交通に便利な地点にあり、青少年はもちろん地域住民等の関係者

が気軽に出入りできるような明るい雰囲気であること。 

⑵ 面接室、事務室等青少年の補導活動および健全育成活動に必要な設備を有

すること。 

（業務の種類） 

第４ 青少年関係機関および関係団体ならびに民間有志者が、センターを拠点に合

同活動として行なう業務は、次のとおりとする。 

⑴ 非行防止活動 

ア 補導活動 

イ 継続補導 

ウ 青少年相談 

エ 専門機関への通告および連絡 

オ 家庭、学校、職場等への連絡 

カ 補導連絡等の会議 

⑵ その他青少年の非行防止に関連する健全育成業務 

⑶ 次に掲げる資料の整備、保存 

ア 運営委員および青少年補導員名簿 

イ 補導日誌       

ウ 街頭補導カード    

エ 青少年相談受理カード 

オ 継続補導カード    

カ 非行少年等のグループカード 

キ 青少年の非行防止に関連する健全育成活動記録 

ク その他関係情報資料 
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（運営委員会） 

第５ センターにおける合同活動を効果的に推進するため、青少年愛護センター運

営委員会（以下「運営委員会」という。）を置くものとする。 

２ 運営委員会は、青少年関係機関および関係団体の代表者ならびに民間有志者等

で組織し、センターで行なう合同活動の実施に必要な業務計画の協議決定にあた

るものとする。 

３ 運営委員会の構成委員は、次の各号の一に該当する職にある者、またはこれに

準ずる者のなかから選出する。 

⑴ センターの主管部局長 

⑵ センター所長 

⑶ 警察署長 

⑷ 市町の青少年対策主管課長 

⑸ 児童相談所長 

⑹ 福祉事務所長 

⑺ 家庭裁判所調査官 

⑻ 小学校、中学校、高等学校の校長 

⑼ 小学校、中学校、高等学校の指導(補導)部(係)担当教師 

⑽ 職業安定所長 

⑾ 児童委員 

⑿ 保護司 

⒀ 市町議会関係者 

⒁ 婦人、青年、子ども会等青少年関係機関、団体の代表者 

⒂ 学識経験者 

４ 運営委員会委員は市町長が委嘱し、委員長は運営委員のなかから互選する。 

５ 運営委員の定数は、市町の地域の実情に応じて決めるものとする。 

６ 運営委員会は委員長が招集し、原則として年４回以上開催するものとする。 

（業務計画協議決定の留意事項） 

第６ 運営委員会が業務計画を協議決定するに当っては、次の事項に留意するもの

とする。 

⑴ 青少年対策関係機関職員および関係団体構成員を、センター業務に積極的に

参加させるように配意すること。 

⑵ 青少年に悪影響を与えるような社会環境、不良集団および少年の福祉を害す

るものの発見、実態把握ならびに除去について配意すること。 

⑶ 青少年の非行防止に関連する健全育成施策についても他の機関と連携のう

え、その協力を得、または、するよう配意すること。 

⑷ 補導、相談技術の向上を図るため、青少年補導員に対する適切な研修を実施

すること。 

⑸ 街頭補導は、事故および災害の発生を防止するために複数で行なうこと。 

 



- 10 - 

（職員） 

第７ センターに所長ならびに事務および補導担当職員を置くものとする。 

２ 所長は、部下職員を指揮監督し、センターの運営にあたるものとする。 

３ 所長ならびに職員は、センターの活動業務を充実強化するため専任とする。ただ

し、当該市町の既成組織上兼任とすることが適当である場合は、この限りでない。 

（青少年補導員） 

第８ 青少年の非行防止活動およびそれに関連する健全育成活動に従事する青少

年補導員を別に定める「青少年補導員設置基準」により、センターに置くものとす

る。 

（補導員証の携帯等） 

第９ 青少年補導員は、補導および相談活動に従事するとき、身分を証明するものを

携帯し、関係者から要求された場合には、これを示し、身分を明らかにするものと

する。 

（業務実施要領） 

第10 センター業務の実施要領は、おおむね次のとおりとする。 

⑴ 街頭補導 

ア 原則として、春、夏、冬季休暇中は毎日、その他は１か月に 10回以上実施す

ること。 

イ 街頭補導の実効を期するため、あらかじめ活動の重点目標を定めておくこ

と。 

ウ 従事員の受傷事故等災害防止の観点から事前に関係機関と密接な連絡をと

り、実施すること。 

エ 青少年に有害な社会環境の調査および浄化についても街頭補導とあわせて

実施できるよう計画すること。 

⑵ 青少年相談 

保護者等から青少年の非行防止、または福祉に関する相談があったときは適

切な措置を講ずること。 

⑶ 継続補導 

ア 継続補導については、保護者等から依頼を受けた少年または街頭補導等に

より発見した少年のうち、非行防止上とくに必要があると認められるときは、

保護者等の承諾を得て、これを実施すること。 

イ 継続補導ケースで専門機関へ引き継ぐことが適当と認められるものにあっ

ては、関係機関と協議し、適切な措置を講ずること。 

⑷ その他青少年の非行防止に必要な業務 

ア 職員、青少年補導員等の研修会、研究会の開催 

イ 相談業務等、センター業務に関する広報活動 

ウ 非行集団のたまり場、青少年に有害な環境等の諸調査 

エ 青少年相談、継続補導を適切に行なうための心理判定 

⑸ 青少年の非行防止に関連する健全育成業務 
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（補導措置の基準） 

第 11 青少年補導員は、補導および相談活動により発見補導した少年が、児童福祉

法第25条、または少年法第６条の規定により通告しなければならない者であると

きは、すみやかにセンターに連絡すること。 

２ 前項の連絡を受けたセンターにおいては、関係者の協議により、必要に応じて児

童相談所、福祉事務所、家庭裁判所、警察署等の専門機関へ通告または連絡する

ものとする。 

３ 前項の規定により通告または連絡する以外の少年については、センターおよび青

少年補導員等が協議し、必要と認められるときは、次の各号に掲げる措置をとるも

のとする。 

⑴ 家庭に対する連絡 

⑵ 学校に対する連絡 

⑶ 職場に対する連絡 

⑷ その他関係者に対する連絡 

（関係機関との協議） 

第12 センターは、その業務の実効をあげるため、福祉、教育、警察などの青少年関

係機関はもちろん、その他の関係機関と緊密な連携を保つものとする。 

２ 広域的な補導活動を効果的に推進するため、各センター間においては、常に密接

な連絡を行なうものとする。 

  

 ⑸  青少年補導員設置基準 

青少年補導員設置基準 

 

制定：昭和４９年４月１日 

（目的） 

第１ 青少年愛護センター（以下「センター」という。）の業務の一環として実施する青少

年の非行防止活動およびそれに関連する健全育成活動を効率的に推進するた

め、青少年補導員（以下「補導員」という。）を置くものとする。 

（委嘱） 

第２ 補導員は、おおむね青少年関係機関、団体、青少年関係指導者、婦人、青年等

青少年関係団体のなかから、市町長が委嘱する。 

２ 補導員の委嘱数は、市町において、それぞれの地域の実情に応じて決めるものと

する。 

（委嘱の条件） 

第３ 補導員は、次の各号に適合することを要件とする。 

 ⑴ 人格職見が高く、広く地域社会の実情に精通した者であること。 

 ⑵ 青少年に対する理解と愛情を有し、青少年の非行防止およびそれに関連する健

全育成に対する熱意のあること。 

 ⑶ 心身ともにすこやかであること。 
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 ⑷ 年令がおおむね２５才以上であること。 

 ⑸ １か月に１回以上、街頭補導活動に従事できる状態であること。 

 ⑹ 当該市町内に、住所または勤務先のあること。 

（任期） 

第４ 補導員の任期は、１か年以上とする。 

  ただし、再委嘱することはさまたげない。 

（任務） 

第５ 補導員は、センター所長（以下「所長」という。）の指示にしたがって次の活動を行

ない、各号により処理するものとする。 

 ⑴ 街頭補導 

   対象青少年を発見したときは、補導カード等を作成し、補導日誌に添えて所長に

報告するものとする。 

 ⑵ 青少年相談 

   相談を受けたときは、青少年相談受理カードを作成し所長に報告、その指示を受

けて処理するものとする。 

 ⑶ 継続補導 

   継続補導は、所長に委託されたケースのみとし、その状況および結果について

は、継続補導カードを作成し、所長に報告して指示を受け処理するものとする。 

 ⑷ その他青少年の非行防止上必要と認められる事項。 

 ⑸ 青少年の非行防止に関連する健全育成活動。 

   居住地域に密着した環境浄化など非行防止に関連する健全育成活動を行なうと

ともに、センターの行なう同様の健全育成業務に対して協力するものとする。 

２ 前項に掲げる任務に従事した際に作成する報告記録およびその他必要な記録 

は、次のとおりとする。 

 ⑴ 補導日誌 

 ⑵ 街頭補導カード 

 ⑶ 青少年相談受理カード 

 ⑷ 継続補導カード 

 ⑸ その他青少年の非行防止活動およびそれに関連する健全育成活動記録 

（留意事項） 

第６ 補導員は、関係者の信頼と協力を得るため、常に次のことがらに留意するもの

とする。 

 ⑴ 補導の心得 

   補導員は、青少年の特性を理解し、正しい愛情をもって青少年の名誉と人権を

尊重し、秘密を守って言行を慎み、青少年に接する場合は懇切に指導することに

留意しなければならない。 

⑵ 秘密の保持 

   補導員は、職務上知り得た秘密について、特定の青少年やその家族が推知でき

るような内容を他にもらしてはならない。 
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   補導員の職を退いた後も同様とする。 

 ⑶ 面接の心得 

   補導員は、青少年から事情を聴取し、または、注意、助言をする場合には人目に

つかないようにし、応接に当っては愛情をもって冷静、沈着かつ簡潔にユーモア

を交えて対処しなければならない。 

 ⑷ 危害事故防止 

   補導に当っては、交通あるいは危害を受けないよう十分注意し、呼びかけの時

機、場所の選定にあたって、周囲の状況、とくに明暗の度合、地形、相手の人数、

一般人の関心、交通の状況等を考慮しなければならない。 

（研修） 

第７ 補導員は、センター等の行なう実務研修会、研究会等に積極的に参加するなど

し、常に自己の資質の向上に努めなければならない。 
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３ 青少年育成推進指導員 

⑴ 青少年育成推進指導員とは 

  青少年育成推進指導員は、青少年育成にかかる国および県・市町村民運動の末

端への浸透を図るため、昭和４２年から設けられたものである。 

   昭和５９年３月、全市町村に青少年育成市町村民会議が設置されたことから、市

町村にそれぞれ１名（福井市のみ２名）が配置された。平成１６年度から人員の拡充

が図られ、各市町立中学校の通学区域毎の配置となり、平成２６年度からは更なる

活性化を図るため、中学校区に限らず、小学校区やブロック単位とするなど各市町

の実情に応じた選出が可能となった。 

   なお、任期は２年間となっており、各市町長からの推薦を受けて、福井県青少年

総合対策本部長および青少年育成福井県民会議会長の連名で委嘱している。 

    

⑵ 青少年育成推進指導員設置要綱 

福井県青少年育成推進指導員設置要綱 

 

最終改正：平成２６年 １ 月１７日 

施行：平成２６年 ４ 月 １ 日 

第１ 目的  

県下の市町に青少年健全育成活動の中核的な役割を担う「福井県青少年育成

推進指導員」（以下「推進指導員」という。）を設置し、地域社会が一体となった青少

年健全育成活動を推進するとともに、青少年育成に関する県民運動、市町民運動

の地域への浸透を図る。 

第２ 任務 

推進指導員は、次に掲げる任務を行うものとする。 

⑴ 市町における青少年対策主管課を活動の拠点とし、青少年愛護センター、学

校、警察等の関係機関と密接な連携を保ち、青少年の健全育成および非行防止

対策を推進する。 

⑵  青少年育成市町民会議(以下「市町民会議」という。)の構成員として、公益財

団法人青少年育成福井県民会議(以下「県民会議」という。)、青少年団体および

青少年育成団体等と密接な連携を保ち、青少年に関する県民運動、市町民運動

の地域への浸透を図る。 

⑶  青少年、青少年育成団体および青少年育成推進員（以下「推進員」という。）の

相談に応じ、必要な場合は関係機関に連絡通報するなど助言指導にあたる。 

⑷  家庭および地域社会において、すべての大人が青少年育成について深い関

心と理解をもつよう、意識啓発と世論の喚起に努めるとともに、「家庭の日」およ

び「青少年育成の日」の浸透など青少年育成県民運動の普及、啓発を図る。 

⑸  地域社会の環境浄化を図るため、積極的に、有害な興行・公告物・図書・玩具

もしくは危険物等で青少年の健全な成長を阻害するおそれのあるものの発見

に努め、関係機関に対する連絡通報等適切な措置を講ずるとともに、環境浄化
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運動の推進にあたる。 

第３ 推薦     

推進指導員は、市町長が市町民会議会長と協議して、次の適性を備えた者を中

学校の通学区域またはこれに類する区域毎に１名推薦する。ただし、市町から推薦

する人数について申し出があった場合には、協議の上、別途定めるものとする。 

⑴  推進員またはこれに準ずる者で、「第２ 任務」に定める活動を積極的にできる

者 

⑵  地域における青少年問題および青少年健全育成運動に対する見識に優れ、

関係機関・団体との緊密な連携を維持できる者 

第４ 委嘱 

推進指導員は、青少年総合対策本部長（以下「青対本部長」という。）および県民

会議会長が委嘱する。 

第５ 任期 

推進指導員の任期は２か年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じたときの

後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

第６ 解嘱 

推進指導員としての任務の遂行に支障がありこれに堪えられない場合または推

進指導員としてふさわしくない行動のあった場合は、任期にかかわらずこれを解

嘱するものとする。 

第７ その他     

⑴  青対本部長は、推進指導員に対し、別に定める身分証明書を交付するものと

する。 

⑵  推進指導員は、具体的活動内容および育成指導上の問題点について、別に

定める様式により、市町長を通じ、青対本部長に報告するものとする。 

⑶  推進指導員は、その資質向上を図るため、県、県民会議が主催する研修およ

び県民会議、市町民会議が主催する会議および諸行事に参加するものとする。 

 

附則、様式（略） 
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⑶ 青少年育成推進指導員の具体的活動内容 

    青少年育成推進指導員は、市町、青少年育成市町民会議および青少年育成推

進員との連携のもと、以下の活動にあたる。 

ア 青少年育成地域活動の推進 

(ｱ)  青少年をとりまく地域の実態や問題点を明らかにし、住民に健全育成の意

識を高め世論を喚起すること 

(ｲ)  青少年育成市町民会議の機能の充実、活動の活性化と既成の各種青少年

団体等の相互連携を図ること 

(ｳ) 地域ぐるみで行う青少年育成のための諸行事に参画すること 

イ 青少年団体の指導・育成 

(ｱ)  青少年団体活動を振興し、充実するための指導と援助 

(ｲ) 各種青少年団体の協調を図るための連携、連絡協議会の育成 

(ｳ) 青少年団体の組織化および加入促進の相談活動 

ウ 青少年育成県・市町民運動の推進 

(ｱ) 青少年育成県・市町民運動の啓発と世論の喚起 

(ｲ) 「家庭の日」「青少年育成の日」の浸透 

(ｳ) 大人の自覚を高め、姿勢を正すための諸運動の普及啓発を図ること 

エ 青少年相談と愛護活動 

(ｱ)  青少年、青少年育成団体および青少年育成推進員の相談に応じること 

(ｲ)  青少年愛護センター、児童相談所等公的機関との連携 

(ｳ)  非行の予防と早期発見のための愛護活動 

オ 青少年を取り巻く環境の浄化と施設への協力活動 

(ｱ)  有害な興行・広告物・図書・玩具等、青少年の健全育成を阻害する畏れのあ

るものの発見通報 

(ｲ) 青少年の遊び場、集会場等の整備と確保のための地域への働きかけ 

(ｳ) 青少年関係施設への協力と広報活動 
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４ 青少年育成推進員 
⑴ 青少年育成推進員とは 

地域に根ざした青少年の健全育成、非行防止住民運動の推進母体である青少

年育成市町村民会議が昭和５８年度までに県下３５市町村全域に設置され、各地域

の実態に則した様々な取組みが展開されてきた。 

しかし、これらの運動が効率良く作用し、一層の効果を高めていくためには、

個々の活動を各集落の一軒一軒の家庭に、一人ひとりの青少年の中に深く浸透さ

せていく手立てが必要である。さらに、各区・町内会の実情に沿った各集落独自の

育成活動も掘り起こしていかなければならない。 

このように各地域の市町民会議、関係機関・団体やその会員の方々等と密接な

連携を保ちながら、各区・町内会の個々の家庭や青少年と接触を密にし、その集落

の青少年育成指導者として活躍しているのが「青少年育成推進員」である。 

なお、昭和５９年から福井県青少年総合対策本部長、市町村長、青少年育成市町

村民会議会長の委嘱による制度として開始されたが、平成１６年度から、「地域の子

どもは、地域が守り育てる」ことの実効性をより高めるため、市町長、青少年育成市

町民会議会長の委嘱による制度へと移行した。 

 

⑵ 青少年育成推進員の任務 

青少年育成推進員は、福井県青少年育成推進指導員の指導・助言、情報提供等

を受けるなど、推進指導員と連携を保ちながら以下の例に挙げられる任務にあた

るものとされるが、各市町により地域の実情に応じて推進員設置要綱が定められ、

任務も各市町の青少年にかかわる諸問題の特性に応じたものになっている。 

 

⑶ 青少年育成推進員任務例 

ア 地域住民に「地域の子どもは、地域が守り育てる」という意識の啓発を行うとと

もに青少年の社会参加活動の推進を図る。 

イ 市町民会議の構成員として、「家庭の日」、「青少年育成の日」および「地域のお

じさん、おばさん運動」の地域への浸透など青少年育成県民運動、市町民運動

の地域への浸透を図る。 

ウ 青少年の健全な成長を阻害するおそれのあるものの発見に努め、関係機関等

に対する連絡通報等適切な措置を講ずることにより地域社会の環境浄化を図

る。 
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５ 青少年補導員 
⑴ 青少年補導員とは 

青少年補導員は、非行防止活動や非行防止に関連する青少年の健全育成活動

に従事するものとして、青少年愛護センター運営要領（昭和４９年４月１日制定）に基

づき、青少年補導員設置基準（昭和４９年４月１日制定）により、市町の青少年愛護

センターにおかれるもので、各市町での設置根拠は、市町の条例、規則あるいは

要項要領により、定められている。 

委嘱については、市町長名あるいは教育長名など、各市町により異なっている

が、任期については、１か年以上となっており、再任を妨げないことになっている。 

 

⑵ 青少年補導員の業務 

青少年補導員が合同活動として、青少年愛護センターで行う業務は、 

ア 少年補導に関すること 

イ 少年相談に関すること 

ウ 少年の健全育成に関すること 

エ その他少年の非行防止に関すること 

等で、県内の各市町ともおおむね同様である。 

 

⑶ 青少年補導員の現状 

県内で青少年補導員として委嘱を受けている人は、１，３０９ 人 

（令和６年１月現在）で、その市町別の数は、下表のとおりである。 

 

 
            市町別青少年補導員数         （人） 

福井市 敦賀市 小浜市 大野市 勝山市 鯖江市 あわら市 越前市 坂井市 

１１３ ８８ １４０ ６９ ７７ ６７ ９６ １０４ ２９２ 

永平寺町 池田町 南越前町 越前町 美浜町 高浜町 おおい町 若狭町  

６６ １０ ２８ ４０ １７ ２０ ４０ ４２ 
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６ 少年警察協助員および少年指導委員 
⑴ 少年警察協助員および少年指導委員制度の沿革 

少年等の非行防止活動は、警察活動だけに頼るものではなく、広く地域社会全

体の問題として取り上げ、実態に応じた具体的な施策を推進することが必要であ

るという観点から、昭和４１年４月に少年警察協助員の制度が発足、さらに、昭和５

８年４月には、主として非行集団の解体補導活動を任務とした特別少年警察協助員

の制度が発足した。 

また、昭和６０年４月には、主として少年を取り巻く風俗環境の浄化活動を任務と

する少年指導委員の制度も発足した。 

しかし、「少年の非行防止と健全育成」に寄与するという共通の使命を担う少年

警察ボランティアでありながら、それぞれが別々の組織として存在するために、そ

の効率的かつ円滑な運用に支障をきたす状況がみられることとなったことから、こ

れら制度を見直して充実強化するとともに、少年警察ボランティア組織を整理統合

して組織の一体化と精鋭化を図り、より効率的な運用を行うために、平成１１年４月

から「福井県少年警察協助員及び特別少年警察協助員要綱」および「福井県少年

指導委員運営規定」が運用された。 

その後、非行少年の減少に伴い、「非行集団の解体補導」を業務とする特別少年

警察協助員の必要性が低下したことなどから、平成２５年３月に特別少年警察協助

員は少年警察協助員に統合され、現在の体制となった。 

 

⑵ 体制 

県下１１警察署にそれぞれ少年警察協助員会が設置され、警察本部長から各会

合計２５２人の少年警察協助員が委嘱されている。 

少年警察協助員２５２人のうち、５０人は県公安委員会から少年指導委員として

委嘱されている。 

 

⑶ 業務等 

ア 少年警察協助員の任務 

(ｱ)  非行少年等の発見補導 

(ｲ) 少年の規範意識の向上等に関する活動 

(ｳ) 有害環境の浄化に資する活動 

(ｴ) 少年を犯罪被害から守る 

(ｵ) その他警察が行う少年の健全育成に資する活動に係る協力 

 

イ  少年指導委員の任務 

風俗営業等に関する、次の各号に掲げる活動 

・ 飲酒、喫煙をしている少年、風俗営業等の営業所等への出入りや付近をは

いかいしている１８歳未満の者などの補導 

・ 風俗営業等を営む者などに対し、少年の健全育成に障害を及ぼす行為に

よる被害を防止するために必要な助言 
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・ 被害を受けた少年への助言、指導および援助 

・ 少年の健全育成にかかる地方公共団体の施策や民間団体の活動への協

力 

・ 少年や保護者からの相談に応じ、助言、指導その他の援助活動 

・ 少年の健全な育成に資する事項等についての広報啓発活動 

 

⑷ 任期 

少年警察協助員および少年指導委員の任期は２年で、再任を妨げない。 

 

⑸ 秘密を守る義務 

少年警察協助員および少年指導委員は、その業務に関して知り得た秘密を漏ら

してはならないこと、および解嘱後もまた同様であることが義務付けられている。 
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７ 地域における青少年の健全育成体制 
 

 
 

 

地域における青少年健全育成体制のイメージ図 
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８ 街頭補導の技術 
１ 補導対象の少年とは 

対象となるものは非行少年等であるが、次のような少年をいう。 

⑴ １４歳以上２０歳未満の罪を犯した少年（犯罪少年） 

⑵ １４歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年（触法少年） 

⑶ 保護者の正当な監督に服さないとか、正当な理由なく家庭に寄り付かないなど、

そのままにしておくと、その性格、環境に照らして、将来罪を犯し、又は刑罰法令に

触れる行為をするおそれのある少年（ぐ犯少年） 

⑷ 飲酒、喫煙、深夜はいかい等自己または他人の徳性を害する行為をしている少

年（不良行為少年） 

⑸ 虐待、酷使、放任されている少年で、何らかの処置が必要と認められる少年（要

保護少年） 

２ 補導者の心得 

⑴ 一般的心得 

ア 人権を尊重すること 

イ 愛情をもって接すること 

ウ 特性の理解に努めること 

エ 秘密の保持に務めること 

オ 自己の服装に留意すること 

カ 言動を慎むこと 

キ 真実の発見に努めること 

ク 長所の発見に努めること 

ケ 創意工夫に努めること 

コ 関係者の意向を尊重すること 

サ 一人ひとりの少年に適応した補導をすること 

⑵ 街頭補導者の心得 

補導の成否は最初の面接技術の巧拙によって左右されるものであるから、補導

者は、補導上の一般的心得を守るとともに次のことに留意しなければならない。 

ア 補導の場所に留意すること 

補導の場所は少年の名誉を傷つけないため、努めて人目の少ない場所を選ぶ

よう考慮しなければならない。 

イ 呼びかけの言葉に留意すること 

呼びかけの言葉は「君」「僕」「お嬢さん」というような相手にふさわしい呼び方

を用い、自己の身分を明らかにし、相手方に安心感を与えることに留意しなけれ

ばならない。 

ウ 言動に挑発されないこと 

補導中、往々反抗する少年があるが、この場合、この言動に挑発されないよう

特に冷静を保ち自己の技術の至らない点を反省するとともにおもむろに補導の

趣旨を説明して納得させるように努めなければならない。 
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エ 住所、氏名等の記載に留意すること 

被補導者の住所、氏名はなるべく記憶し、本人の面前で手帳や補導カード等に

記載することは避けなければならない。 

オ 現場訓戒にとどめるものについては、さらに次のことに留意しなければならな

い。 

 (ｱ) 行為の反省を促すこと 

現場訓戒による補導は、その場限りで補導の全てを期そうとするものである

から、少年が行為を反省して再び繰り返さぬと自ら誓うに至るような適切な訓

戒を行わねばならない。 

 (ｲ) 納得のいく訓戒に努めること 

対象少年の中には自己の不良行為について認識していないものが多いから

この点に留意し、特に言動、態度を慎み少年が補導の趣旨を納得するように訓

戒しなければならない。 

 (ｳ) 別れぎわをよくすること 

訓戒にあたっては、少年をつとめてより戻しをするとともに、もし困ったこと

がある場合は、いつでも相談に応ずることを伝えるなど笑顔で別れるように努

めなければならない。 

３ 補導の対象となった少年の措置 

⑴ 罪を犯した少年（犯罪少年） 

ア 原則として一刻も早く、最寄りの警察官に通報する。 

イ 場合によっては、犯罪行為を制止した後、警察官に通報する。 

ウ 現行犯人として逮捕した場合は、速やかに警察官に引き渡す。 

⑵ １４歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年（触法少年） 

ア 保護者のない触法少年、または保護者に監護させることが不適当であると認め

られる触法少年で、児童自身に問題がある場合は児童・女性相談所、嶺南振興

局敦賀児童相談所へ通告し、家庭に問題がある場合は、健康福祉センターに通

告する。 

イ 犯罪行為が重大なものであるときは、まず警察官に通報する。場合によっては、

犯罪行為を制止し、または注意した後警察官に通報する。 

ウ 上記以外の場合は、家庭または必要に応じて学校に連絡する。 

エ 犯罪少年および触法少年の認定が困難な場合は警察官に通報して、その措置

をゆだねる。 

⑶ 将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年（ぐ犯少

年） 

ア １４歳未満の場合 

 (ｱ) 保護者のない者または保護者に監護させることが不適当であると認める者

に限り児童・女性相談所、嶺南振興局敦賀児童相談所または健康福祉センタ

ーに通告する。 

 (ｲ) 監護能力のある保護者のいる場合は、保護者に対して、将来その少年の補
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導についてとるべき措置を懇切に指導する。 

イ １４歳以上１８歳未満の場合 

 (ｱ) ぐ犯理由が本人の素質にあり、少年自身の矯正を必要とするものは、家庭裁

判所に送致または通告する。 

 (ｲ) 少年の家庭または環境の改善を必要とする者は、児童・女性相談所、嶺南振

興局敦賀児童相談所または健康福祉センターに通告する。 

ウ １８歳以上２０歳未満 

児童福祉法の適用がないから、全て少年法の規定に基づいて家庭裁判所に送

致または通告する。 

⑷ 不良行為をしている少年（不良行為少年） 

ア 発生場所において、注意・助言・制止する。 

イ 不良行為の原因が、家庭、学校、職場にあると考えられる場合には、それぞれに

連絡し協力を得る。 

⑸ 虐待、酷使、放任されている少年で、何らかの処置が必要と認められる少年（要

保護少年） 

ア 保護者がない児童または保護者に監護させることが不適当であると認める児

童は、児童・女性相談所、嶺南振興局敦賀児童相談所または健康福祉センターに

通告する。 

イ 上記以外の場合は、保護者等に注意・助言する等少年の福祉のための必要な

措置をとる。 

しかし、家庭、学校、職場等への連絡は、方法が適切でない場合には、少年を

不当に圧迫したり、不遇にするおそれもある。家庭や学校や職場等に連絡する場

合は、慎重に取り扱わなければならない。 

この弊害を避けるため、街頭補導をした年月日、場所、行為等を少年ごとに常

に整理しておき不良行為等がたびたび繰り返されていることが判明した場合に

は、その少年の街頭補導をした補導員や担任教師、少年の居住地を所轄する児

童委員等が、青少年（少年）愛護センターに参集し、家庭、学校、職場に対する補

導連絡の方法およびその連絡責任者を誰にするかなどを協議決定するなど、少

年に最も適した方法を選ぶ必要がある。 
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９ 「家庭の日」「青少年育成の日」の推進 
⑴ 「家庭の日」の推進 

ア 制定趣旨 

次代を担う青少年を、健やかに育てることは当面している最も重要な課題で、

その基盤は、まず家庭であり、健全な家庭生活こそ極めて大切なことである。家

庭が「憩いの場、教育の場、明日の力を生み出す場」となるように機能を果たす

ことが先決であり、県ではその働きを促進するため県の条例で、毎月第３日曜

日を「家庭の日」と定めたものである。（昭和４２年３月１８日施行） 

 

イ 実施目標 

家庭の意志の疎通と感情の融和を図り、相互の理解と信頼を深めて、より明

るく、和やかで、愛情に満ちたあたたかい家庭環境をつくるように、次の３点を

実施目標としている。 

 (ｱ) 家族みんなで 話し合う （和やかで、きまりある生活を） 

 (ｲ) 家族みんなで 楽しみ合う（明るく楽しい茶の間づくり） 

 (ｳ) 家族みんなで 協力し合う（力を合わせて、家事を助け合う） 

 

ウ 「家庭の日」推進テーマ 

 

 

 

 

 

 

 

月 テ  ー  マ 

１月 新しい年を迎え、わが家の一年の計画をたてよう。 

２月 わが家の歴史を語りあい、寒さに負けない体力をつくろう。 

３月 こどもの成長を祝い、みんなの夢を育てよう。 

４月 木や草花を大切にし、美しい花を咲かせよう。 

５月 野や山に出かけ、美しい自然に親しもう。 

６月 社会のきまりを守り、明るい町や村をつくろう。 

７月 太陽の下で、からだをきたえよう。 

８月 祖先に感謝し、郷土の歴史を知ろう。 

９月 おとしよりをうやまい、お互いに思いやる心を持とう。 

10月 スポーツを楽しみ、よい本に親しもう。 

11月 働く人びとに感謝し、自分でできる仕事や奉仕を受け持とう。 

12月 一年をかえりみ、しあわせな家庭を喜ぼう。 
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エ 「家庭の日」シンボルマーク 

「家庭の日」のより一層の周知を図り、実践 

を促進するため、広く県民から分かりやすく、 

親しみのある「家庭の日」のシンボルマークを 

公募し、平成１１年１１月に、右のデザインに 

決定し公表した。 

今後はこのマークで普及啓発を図ることにし 

ている。  

 

⑵ 「青少年育成の日」の推進 

ア 制定趣旨 

次代を担う青少年の非行を未然に防止し、青少年を健全に育成するため、す

べての県民が青少年について注目し、考え、そして行動するとともに、各機関・団

体が行う青少年の健全育成にかかる各種啓発活動をさらに有機的に連携させ、

集中的に展開する日として、毎月１５日を「青少年育成の日」と定めたものである。

（昭和５９年７月１日施行） 

 

イ 「青少年育成の日」推進テーマ 

月 テ  ー  マ 

１月 新しい年を迎え、社会参加への計画を立てよう。 

２月 手をかけず、目をかけて自立を助けよう。 

３月 役割を自覚させ、やりとげる態度を育てよう。 

４月 近隣との会話をふやし、楽しい地域を築こう。 

５月 心のこもったあいさつでふれあいの輪を広げよう。 

６月 良書に親しみ、豊かな心を育てよう。 

７月 親子の対話を深め、青少年の心の変化に気を配ろう。 

８月 地域社会活動に参加してふる里を見直そう。 

９月 社会ルールの大切さを教えよう。 

10月 スポーツに親しみ、たくましい心と体を育てよう。 

11月 仲間をふやし、思いやりのある心を育てよう。 

12月 一年をふり返り、感謝の気持ちを持とう。 

 

シンボルマーク 
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10 愛護関係法令 
⑴ 福井県青少年愛護条例 

福井県青少年愛護条例 

 

公布：昭和３９年 ４ 月 １ 日 

最終改正：令和 ５年 １０月 ４ 日 

                        

第１章 総 則 

（目的） 

第１条 この条例は、青少年の健全な育成を図るとともにこれを阻害するおそれのあ

る行為を防止することによつて、青少年の福祉の向上を図ることを目的とする。 

 （県の責務） 

第２条 県は、前条の目的を達成するための推進機関を設け、施設を整備し、または

教育活動の充実を図る等積極的な諸施策を実施するように努めなければならな

い。 

２ 県は、前項に規定する諸施策を、市町その他の団体と協働して実施するように努

めるとともに、市町その他の団体が実施する青少年の健全な育成に関する施策が

効果的なものとなるよう支援するものとする。 

第３条 削除 

 （県民の責務） 

第４条 何人も、青少年の健全な育成を図るために、常によい環境をつくり、青少年

を善導するように努めなければならない。 

２ 県民が組織する青少年の健全な育成を目的とする団体は、県および市町と緊密

な連携を図り、青少年の健全な育成活動を積極的に展開するように努めなければ

ならない。 

 （定義） 

第５条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 ⑴ 青少年 小学校就学の始期から１８歳に達するまでの者（民法（明治２９年法律

第８９号）の規定により成年者と同一の行為能力を有する者を除く。）をいう。 

 ⑵ 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、青少年を現に監護する

者をいう。 

 ⑶ 興行 映画、演劇、音楽、演芸その他の興行をいう。 

 ⑷ 図書等 書籍、雑誌その他の印刷物、絵画、写真および彫刻ならびにレコード、

録音テープ、映写用フィルム、ビデオテープ、ビデオディスク、フロッピーディス

ク、コンパクトディスク、シーディーロムその他の音声または映像が記録されて

いるものならびにこれらに類するものをいう。 

 ⑸ 玩具刃物類 玩具、刃物（銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第２

条第２項に規定する刀剣類を除く。）その他これらに類するものをいう。 
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 ⑹ テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号。以下「風営法」という。）第２条第９項に規定する店舗

型電話異性紹介営業および同条第１０項に規定する無店舗型電話異性紹介営

業をいう。 

 ⑺ 利用カード テレホンクラブ等営業に係る役務の提供を受けるために必要な事

項が記載されたカードその他の物品をいう。 

 ⑻ 広告物 公衆に表示され、または頒布されるものであつて、看板、はり紙およ

びちらしならびに建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものな

らびにこれらに類するものをいう。 

 

第２章 青少年の健全育成に関する施策 

 （家庭の日） 

第６条 明るい家庭づくりを進めるため、毎月第３日曜日を家庭の日とする。 

２ 家庭の日には、家族みんなが話し合い、楽しみ合い、協力し合うように努めるも

のとする。 

（青少年育成の日） 

第７条 青少年の健全な育成を推進するため、毎月１５日を青少年育成の日とする。 

２ 青少年育成の日には、県民一人ひとりがそれぞれの立場から、青少年の健全な

育成について話し合い、協力して青少年の育成活動を行うように努めるものとす

る。 

 （優良環境の推奨） 

第８条 知事は、自然環境または社会環境で青少年の健全な育成に特に有益なもの

があると認めるときは、これを推奨することができる。 

 （優良興行および優良図書等の推奨） 

第９条 知事は、興行または図書等の内容が、青少年の健全な育成に有益であると

認めるときは、これを推奨することができる。 

 

第３章 青少年の健全育成を阻害する行為の規制 

 （有害興行の観覧の禁止） 

第１０条 知事は、興行の内容の全部または一部が著しく性的感情を刺激し、または

著しく粗暴性、残虐性もしくは犯罪を誘発助長する性質を有するため、青少年に

観覧させることがその健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該

興行を青少年の健全な育成に有害な興行として指定することができる。 

２ 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨およびその理由を、当該興

行を行う興行場を経営する者（風営法第２条第４項に規定する接待飲食等営業ま

たは同条第６項第３号の営業を営む者を除く。）または当該興行を主催する者（以

下この条において「興行者」という。）に通知するとともに、公示しなければならな

い。 

３ 興行者は、第１項の規定による指定を受けた興行（以下「有害興行」という。）を行
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うときは、入場しようとする者の見やすい箇所に同項の規定による指定のあつた

旨および青少年の入場を禁ずる旨の掲示をし、当該興行を青少年に観覧させて

はならない。 

４ 興行者は、有害興行に係る広告物を青少年が容易に視認できる箇所に掲示し、ま

たは青少年に頒布してはならない。 

５ 何人も、青少年に対し、有害興行を観覧させないようにしなければならない。 

６ 知事は、有害興行の内容が第１項の規定による指定の理由を有しなくなつたと認

めるときは、当該指定を取り消し、その旨およびその理由を興行者に通知するとと

もに、公示しなければならない。 

 （有害図書等の販売等の禁止） 

第１１条 知事は、図書等の内容の全部または一部が著しく性的感情を刺激し、また

は著しく粗暴性、残虐性もしくは犯罪を誘発助長する性質を有するため、青少年

の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書等を青少年の健

全な育成に有害な図書等として指定することができる。 

２ 図書等で次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定による指定を受け

たものとみなす。 

 ⑴ 書籍または雑誌で、全裸、半裸もしくはこれらに近い状態での卑わいな姿態ま

たは性交もしくはこれに類する性行為（以下「卑わいな姿態等」という。）を被写

体とした写真または描写した絵画で規則で定めるものを掲載するページ（表紙

を含む。以下同じ。）の数が、当該書籍または雑誌のページの総数の５分の１以

上を占め、または２０以上のもの 

 ⑵ 映写用フィルム、ビデオテープ、ビデオディスクまたはシーディーロムで、卑わ

いな姿態等を描写した場面で規則で定めるものの時間が合わせて５分を超え

るもの 

３ 知事は、第１項の規定による指定をしたとき（前項の規定により第１項の規定によ

る指定を受けたものとみなされる場合を除く。）は、その旨およびその理由を公示

しなければならない。 

４ 図書等の販売または貸付けを業とする者（以下「図書等の販売業者等」という。）

は、青少年に対し、第１項の規定による指定を受けた図書等（第２項の規定により

第１項の規定による指定を受けたものとみなされる図書等を含む。以下「有害図書

等」という。）の販売、頒布、贈与、交換もしくは貸付け（以下「販売等」という。）を

し、または閲覧もしくは視聴をさせてはならない。 

５ 図書等の販売業者等は、有害図書等に係る広告物を青少年が容易に視認できる

箇所に掲示し、または青少年に頒布してはならない。 

６ 何人も、青少年に対し、有害図書等の販売等をし、または閲覧もしくは視聴をさ

せないようにしなければならない。 

 （有害図書等の陳列場所） 

第１２条 図書等の販売業者等（風営法第２条第６項第５号の営業を営む者を除く。次

項において同じ。）は、有害図書等を陳列するときは、規則で定めるところにより他
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の図書等と区分し、屋内の容易に監視することができる場所に置かなければなら

ない。 

２ 図書等の販売業者等は、前項の有害図書等の陳列場所に青少年の購入、借受

け、または閲覧もしくは視聴を禁ずる旨の掲示をしなければならない。 

３ 知事は、前２項の規定に違反している者に対し、期限を定めて、有害図書等の陳

列場所を変更し、もしくは陳列方法を改善し、または前項の掲示をすべきことを命

ずることができる。 

 （有害広告物の制限） 

第１３条 知事は、広告物の内容が著しく性的感情を刺激し、または著しく粗暴性、残

虐性もしくは犯罪を誘発助長する性質を有するため、青少年の健全な育成を阻害

するおそれがあると認めるときは、当該広告物の広告主または管理者に対し、当

該広告物の内容の変更、撤去その他必要な措置を命ずることができる。 

 （有害玩具刃物類の販売等の禁止） 

第１４条 知事は、玩具刃物類の形状、構造または機能が人体に危害を及ぼし、また

は著しく性的感情を刺激するおそれがあるため、これを青少年に所持させること

がその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該玩具刃物類を青少年の健全な

育成に有害な玩具刃物類として指定することができる。 

２ 玩具刃物類のうち、専ら性交またはこれに類する性行為の用に供する物品であ

つて、規則で定める形状、構造または機能を有するものは、前項の規定による指

定を受けたものとみなす。 

３ 知事は、第１項の規定による指定をしたとき（前項の規定により第１項の規定によ

る指定を受けたものとみなされる場合を除く。）は、その旨およびその理由を公示

しなければならない。 

４ 玩具刃物類の販売または貸付けを業とする者（以下「玩具刃物類の販売業者等」

という。）は、青少年に対し、第１項の規定による指定を受けた玩具刃物類（第２項

の規定により第１項の規定による指定を受けたものとみなされる玩具刃物類を含

む。以下「有害玩具刃物類」という。）の販売等をしてはならない。 

５ 玩具刃物類の販売業者等は、有害玩具刃物類に係る広告物を青少年が容易に視

認できる箇所に掲示し、または青少年に頒布してはならない。 

６ 何人も、青少年に対し、有害玩具刃物類の販売等をし、または携帯をさせないよ

うにしなければならない。 

 

 （自動販売機等の設置の届出） 

第１５条 図書等または玩具刃物類の自動販売機または自動貸出機（電気通信事業

法（昭和５９年法律第８６号）第２条第２号に規定する電気通信設備を用いて送信さ

れた画像を確認することにより販売または貸出しの操作をすることができる販売

機または貸出機を含む。以下「自動販売機等」という。）を設置しようとする者は、

その設置する自動販売機等ごとに、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に

掲げる事項を知事に届け出なければならない。これらの事項の変更（次項の規定
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による届出に係る変更を除く。）をしようとするときも、同様とする。 

 ⑴ 住所および氏名（法人（その他の団体を含む。以下同じ。）にあつては、主たる

事務所の所在地、名称および代表者の氏名）ならびに電話番号 

 ⑵ 設置場所 

 ⑶ 収納する物品の種類 

 ⑷ 設置場所の提供者の住所および氏名（法人にあつては、主たる事務所の所在

地、名称および代表者の氏名）ならびに電話番号 

 ⑸ 設置予定年月日 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項（同項第２号に掲げる事

項を除く。）に変更があつたとき、またはその届出に係る自動販売機等の設置を廃

止したときは、その変更があつた日または廃止した日から１５日以内に、その旨を

知事に届け出なければならない。 

 （自動販売機等による販売等の届出） 

第１６条 自動販売機等により図書等または玩具刃物類の販売または貸付けをしよう

とする者（以下「自動販売業者」という。）は、その使用する自動販売機等ごとに、あ

らかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければな

らない。これらの事項の変更（次項の規定による届出に係る変更を除く。）をしよう

とするときも、同様とする。 

 ⑴ 住所および氏名（法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称および代表者

の氏名）ならびに電話番号 

 ⑵ 次条第１項に規定する自動販売機等の管理を行う者の住所および氏名（法人に

あつては、主たる事務所または営業所の所在地、名称および代表者の氏名）な

らびに電話番号 

 ⑶ 自動販売機等を設置する者の住所および氏名（法人にあつては、主たる事務

所の所在地、名称および代表者の氏名）ならびに電話番号 

 ⑷ 自動販売機等の設置場所 

 ⑸ 収納する物品の種類 

 ⑹ 販売または貸付けの開始予定年月日 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項（同項第４号に掲げる事

項を除く。）に変更があつたとき、またはその届出に係る自動販売機等の使用を廃

止したときは、その変更があつた日または廃止した日から１５日以内に、その旨を

知事に届け出なければならない。 

 （自動販売機等管理者の設置） 

第１７条 自動販売業者は、自動販売機等による図書等または玩具刃物類の販売ま

たは貸付けに関し、この条例の定める事項を行わせるため、その使用する自動販

売機等ごとに、その管理を行う者（以下「自動販売機等管理者」という。）を置かな

ければならない。ただし、自動販売業者の住所または所在地と同一の市町内に設
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置する自動販売機等については、この限りでない。 

２ 前項に規定する自動販売機等管理者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該

当する者でなければならない。 

 ⑴ その管理に係る自動販売機等の設置場所と同一の市町に住所（法人にあつて

は、主たる事務所または営業所）を有する者であること。 

 ⑵ 自動販売業者から自動販売機等管理者としてこの条例に定める事項を的確に

履行するための一切の権限を付与されている者であること。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、規則で定める要件 

 （自動販売機等による販売等の届出済証の貼付） 

第１８条 第１６条第１項の規定による届出をした者は、その届出に係る自動販売機等

の見やすい箇所に、知事が交付する届出済証を貼付しなければならない。 

２ 前項の届出済証が滅失し、毀損し、またはその識別が困難となつたときは、知事

に届出済証の再交付を申請しなければならない。 

 （自動販売機等への有害図書等および有害玩具刃物類の収納の禁止等） 

第１９条 自動販売業者または自動販売機等管理者は、その使用し、または管理する

自動販売機等に有害図書等または有害玩具刃物類を収納してはならない。 

２ 自動販売業者または自動販売機等管理者は、その使用し、または管理する自動

販売機等に収納されている図書等または玩具刃物類が有害図書等または有害玩

具刃物類となつたときは、直ちに、当該図書等または玩具刃物類を自動販売機等

から撤去しなければならない。 

 （自動販売機等の設置場所の提供者の義務） 

第２０条 図書等または玩具刃物類の自動販売機等の設置場所を提供する者は、提

供の際、当該自動販売機等に有害図書等または有害玩具刃物類が収納されない

ことを確認するように努めるとともに、提供の後、これらが収納されていることを

知つたときは、知事にその旨を通報するように努めなければならない。 

 （適用除外） 

第２１条 第１５条から前条までの規定は、自動販売機等が風営法第２条第１項に規定

する風俗営業（同法第２条第１項第５号の営業を除く。）もしくは同法第２条第６項に

規定する店舗型性風俗特殊営業に係る営業所、有害興行を行う興行場またはテレ

ホンクラブ等営業に係る営業所（以下これらを「青少年立入禁止場所」という。）に

おいて、当該青少年立入禁止場所の外から有害図書等または有害玩具刃物類を

購入または借受けできない場所に設置されている場合には、適用しない。 

第２２条 削除 

 （利用カード販売業の届出） 

第２２条の２ 利用カード販売業（業として利用カードを販売することをいい、テレホ

ンクラブ等営業を営む者から委託を受けて行う場合を含む。以下同じ。）を営もう

とする者は、営業開始予定日の１５日前までに、規則で定めるところにより、次に掲

げる事項を知事に届け出なければならない。 

 ⑴ 住所および氏名（法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称および代表者
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の氏名）ならびに電話番号 

 ⑵ 利用カードの販売所の所在地、名称および電話番号ならびに自動販売機の設

置場所 

 ⑶ 営業開始予定年月日 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る同項各号に掲げる事項に変

更があつたとき、またはその届出に係る利用カード販売業を廃止したときは、その

変更があつた日または廃止した日から１５日以内に、その旨を知事に届け出なけ

ればならない。 

第２３条 削除 

 （利用カード販売業の広告物の制限等） 

第２４条 何人も、第２２条の２第１項第１号または第２号に掲げる事項を記載した広告

物を掲示してはならない。ただし、青少年立入禁止場所において当該青少年立入

禁止場所の外から見ることができない場所に掲示する広告物および福井県屋外

広告物条例（昭和３９年福井県条例第４５号）第８条第２項第１号に規定する広告物

であつて規則で定める基準に適合するものについては、この限りでない。 

２ 何人も、青少年に対し、第２２条の２第１項第１号または第２号に掲げる事項を記載

した広告物その他の物品（以下「広告物等」という。）を頒布してはならない。 

３ 知事は、前２項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為を行

つた者に対し、広告物の撤去、広告物等の頒布の禁止その他必要な命令をするこ

とができる。 

第２５条 削除 

 （青少年に対する利用カードの販売等の禁止） 

第２６条 何人も、青少年に対し、利用カードの販売等をしてはならない。 

第２７条および第２８条 削除 

 （自動販売機への利用カードの収納の禁止等） 

第２９条 何人も、自動販売機（青少年立入禁止場所に設置されている自動販売機で

あつて、当該青少年立入禁止場所の外から利用カードを購入することができない

ものを除く。）に販売を目的として利用カードを収納してはならない。 

２ 何人も、利用カードの自動販売機の設置場所を提供しないように努めなければ

ならない。 

 （保護者の責務） 

第３０条 保護者は、その監護に係る青少年に、テレホンクラブ等営業所へ電話をか

けさせ、もしくは立ち入らせ、またはテレホンクラブ等営業に係る広告物等を受け

取らせないように努めなければならない。 

第３１条および第３２条 削除 

 （質物の受入れおよび古物等の買受けの制限） 

第３３条 質屋（質屋営業法（昭和２５年法律第１５８号）第１条第２項の質屋をいう。以

下同じ｡）または古物商（古物営業法（昭和２４年法律第１０８号）第２条第３項の古物
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商をいう。以下同じ。）は、青少年から物品（青少年が着用した下着（青少年がこれ

に該当すると称したものを含む。以下「着用済み下着」という。）を除く。以下この条

において同じ。）もしくは有価証券を質にとつて金銭を貸付け、または青少年から

古物（着用済み下着を除く。以下この項において同じ。）を買い受け、もしくは古物

の売却の委託を受け、もしくは青少年と古物を交換してはならない。ただし、青少

年が保護者の委託を受け、または同意を得たと認められるときその他正当な理由

があると認められるときは、この限りでない。 

２ 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年から物品もしくは有価証券を質に

とり、もしくは買い受け、または物品もしくは有価証券の質入れもしくは売却の委

託を受けないようにしなければならない。 

 （金銭の貸付け等の制限） 

第３４条 貸金業者（貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第２項の貸金業者をい

う。以下同じ。）は、青少年に金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介（手形の割

引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付または当該方法

によつてする金銭の授受の媒介を含む。）をしてはならない。ただし、青少年が保

護者の委託を受け、または同意を得たと認められるときその他正当な理由がある

と認められるときは、この限りでない。 

 （みだらな性行為およびわいせつな行為の禁止） 

第３５条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為またはわいせつな行為をしてはな

らない。 

２ 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、または見せてはならない。 

 （着用済み下着の買受け等の禁止） 

第３５条の２ 何人も、青少年から着用済み下着を買い受け、その売却の委託を受

け、青少年に対しその売却の相手方を紹介し、またはこれらの行為が行われるこ

とを知つてそのための場所を提供してはならない。 

２ 何人も、青少年に対し、着用済み下着を売却するよう勧誘してはならない。 

 （青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止） 

第３５条の３ 何人も青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。 

⑴ 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等（児童買

春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法

律（平成１１年法律第５２号）第２条第３項に規定する児童ポルノまたは同項各号

のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により

描写した情報を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）その他の記録をいう。

以下同じ。）の提供を行うように求めること。 

⑵ 青少年を威迫し、欺き、もしくは困惑させ、または青少年に対し対償を供与し、

もしくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の

提供を行うように求めること。 



- 35 - 

 （入れ墨の禁止） 

第３６条 何人も、青少年に対し、入れ墨を施し、または入れ墨を受けることを強要

し、勧誘し、もしくは周旋してはならない。 

 （場所の提供および周旋等の禁止） 

第３７条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、または青少年がこれら

の行為を行うことを知つて、場所を提供し、またはその周旋をしてはならない。 

 ⑴ みだらな性行為またはわいせつな行為 

 ⑵ 賭博類似行為または暴行 

 ⑶ 麻薬、大麻、あへんまたは覚醒剤を施用し、吸飲し、または使用する行為 

 ⑷ トルエンまたは酢酸エチル、トルエンもしくはメタノールを含有するシンナー、

接着剤、塗料もしくは閉塞用もしくはシーリング用の充填料をみだりに摂取し、

または吸入する行為 

 ⑸ 前号に定めるもののほか、医薬品または労働安全衛生法施行令（昭和４７年政

令第３１８号）別表第６の２に定める有機溶剤で催眠、鎮静、興奮または幻覚の作

用を有するもののうち知事が指定したもの（以下「特定薬品」という。）をみだり

に摂取し、または吸入する行為 

２ 何人も、青少年がみだりに摂取し、もしくは吸入し、またはこれらの目的で所持す

ることを知つて、青少年に対し、特定薬品の販売等をしてはならない。 

３ 知事は、第１項第５号の規定による指定をしたときは、その旨およびその理由を公

示しなければならない。 

 （勧誘行為の禁止） 

第３７条の２ 何人も、青少年に対し、接待飲食等営業（風営法第２条第４項に規定す

る接待飲食等営業のうち、同条第１項第１号に該当する営業をいう。）の客となり、

または性風俗関連特殊営業（風営法第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業

をいう。）において客に接する業務に従事するよう勧誘してはならない。 

 （旅館業を営む者の届出） 

第３８条 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第１項に規定する旅館業を営む

者（風営法第２条第６項第４号の営業を営む者を除く。）は、同伴の保護者がなく、

かつ、その行動が明らかに不審であると認められる青少年が宿泊した場合は、速

やかに健康福祉センター所長、児童・女性相談所長、嶺南振興局敦賀児童相談所

長、青少年愛護センター所長または警察官に届け出るように努めなければならな

い。 

 （物品の販売業者等の責務） 

第３９条 物品の販売業を営む者、興行場を経営する者、質屋、古物商、貸金業者、

前条に規定する旅館業を営む者または理容業もしくは美容業（生活衛生関係営業

の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和３２年法律第１６４号）第２条第１項第２

号または第３号に規定する営業をいう。）を営む者は、青少年に対する営業に関

し、当該営業に係る地域の小学校、中学校その他の教育機関および児童・女性相

談所、嶺南振興局敦賀児童相談所その他の行政機関と密接な連絡を図り、青少年
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の健全な育成に配慮するように努めなければならない。 

 （風俗営業を行う場所等への立入りの制限） 

第４０条 何人も、風営法第２条第１項に規定する風俗営業を行う場所、同条第６項に

規定する店舗型性風俗特殊営業を行う場所、テレホンクラブ等営業を行う場所そ

の他設備を設けて、客に飲食させる営業を行い、青少年の健全な育成を阻害する

おそれのある場所に、正当な理由のない限り、青少年を立ち入らせないように努

めなければならない。 

 （遊技業を営む者の責務） 

第４１条 設備を設けて客に遊技をさせる営業を営む者は、当該営業所内における青

少年の補導に協力する等青少年の健全な育成に努めなければならない。 

 （深夜外出の制限） 

第４２条 保護者は、特別の事情がある場合を除き、青少年を深夜（午後１１時から翌

日の午前４時までをいう。以下同じ。）に外出させないよう努めなければならない。 

２ 何人も、青少年が刑罰法令に触れ、もしくはそのおそれのある行為を行い、もし

くはこれらの行為が青少年に対して行われることを知つて、または青少年に対し

てこれらの行為をするため、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、またはとどめては

ならない。 

３ 深夜に営業を営む者およびその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に当該

営業に係る施設内または敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなけ

ればならない。 

 （深夜における営業施設への立入禁止） 

第４２条の２ 次に掲げる施設において営業を営む者およびその代理人、使用人その

他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。 

⑴ 個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設 

⑵ 設備を設け、客に主として図書等の閲覧もしくは視聴またはインターネットの

利用をさせる施設（図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する

図書館を除く。） 

２ 前項各号に掲げる施設において営業を営む者は、深夜に当該営業を営むとき

は、当該施設に立ち入ろうとする者の見やすい箇所に深夜における青少年の立入

りを禁ずる旨の掲示をしなければならない。 

  

（共同危険行為等の勧誘等の禁止） 

第４３条 何人も、青少年に対し、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第６８条に規

定する共同危険行為等を行うよう勧誘し、もしくは強制し、または行わせる目的を

もつて金品その他の財産上の利益または便宜を供与してはならない。 

 （インターネットの利用に係る保護者等の責務） 

第４３条の２ 保護者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、青少年有

害情報フィルタリングソフトウェア（青少年が安全に安心してインターネットを利用

できる環境の整備等に関する法律（平成２０年法律第７９号。以下「青少年インター
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ネット環境整備法」という。）第２条第９項に規定する青少年有害情報フィルタリン

グソフトウェアをいう。以下同じ。）の活用その他適切な方法により、青少年有害情

報（同条第３項に規定する青少年有害情報をいう。以下同じ。）を青少年が閲覧し、

または視聴することを防止するように努めるとともに、青少年のインターネットの

利用に関する適切な判断能力の育成が図られるよう啓発および教育に努めなけ

ればならない。 

２ 学校の関係者、青少年が勤務する職場の関係者その他青少年の健全な育成に携

わる者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、青少年有害情報を青

少年が閲覧し、または視聴することを防止するように努めるとともに、青少年のイ

ンターネットの利用に関する適切な判断能力の育成が図られるよう啓発および教

育に努めなければならない。 

３ 特定電気通信役務提供者（特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び

発信者情報の開示に関する法律（平成１３年法律第１３７号）第２条第３号に規定す

る特定電気通信役務提供者をいう。）およびインターネットを利用することができ

る端末設備（以下「端末設備」という。）の販売または貸付けを業とする者（次項に

おいて「特定電気通信役務提供者等」という。）は、特定電気通信役務の提供また

は当該端末設備の販売もしくは貸付けの契約（青少年インターネット環境整備法

第１３条第１項に規定する役務提供契約を除く。）を締結する際に、当該契約の相手

方に対し、青少年の利用の有無を確認するように努めなければならない。 

４ 特定電気通信役務提供者等は、前項の確認をした場合において、利用者に青少

年が含まれるときは、当該契約の相手方に対し、青少年有害情報を青少年が閲覧

し、または視聴することを防止するため、青少年有害情報フィルタリングソフトウェ

アおよび青少年有害情報フィルタリングサービス（青少年インターネット環境整備

法第２条第１０項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下

同じ。）に関する情報その他の必要な情報を提供し、それらの利用を勧奨するよう

に努めなければならない。 

５ 端末設備を不特定または多数の者の利用に供する者は、当該端末設備を青少年

の利用に供するに当たつては、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用そ

の他適切な方法により、青少年有害情報を青少年が閲覧し、または視聴すること

を防止するように努めなければならない。 

（携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置） 

第４３条の３ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等（青少年インターネット

環境整備法第１３条第１項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者

等をいう。以下同じ。）は、青少年インターネット環境整備法第１４条の規定による

説明をするときは、同条各号に掲げる事項その他規則で定める事項を説明すると

ともに、それらの内容を記載した書面または記録した電磁的記録（当該説明を受

けるべき青少年またはその保護者から書面の交付を求められた場合にあつて

は、書面に限る。）を交付し、または提供しなければならない。 

２ 保護者は、青少年インターネット環境整備法第１５条ただし書の規定による申出を
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するときは、保護者がその青少年の携帯電話インターネット接続役務（青少年イン

ターネット環境整備法第２条第７項に規定する携帯電話インターネット接続役務を

いう。以下同じ。）の利用状況を適切に把握する等により、その青少年が青少年有

害情報の閲覧をすることがないようにすることその他の規則で定める正当な理由

その他規則で定める事項を記載した書面または記録した電磁的記録を携帯電話

インターネット接続役務提供事業者（青少年インターネット環境整備法第２条第８項

に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。）に提

出しなければならない。 

３ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項の書面または電磁的記録

の提出があつた場合に限り、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条

件としない携帯電話インターネット接続役務を提供することができる。この場合に

おいて、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、当該携帯電話インタ

ーネット接続役務の提供に関する契約が終了する日または当該契約に係る青少

年が１８歳に達する日のいずれか早い日までの間、当該書面もしくはその写しもし

くは当該電磁的記録または当該書面に記載された事項を記録した電磁的記録を

保存しなければならない。 

４ 保護者は、青少年インターネット環境整備法第１６条ただし書の規定による申出を

するときは、保護者の責任において適切に青少年有害情報フィルタリング有効化

措置（同条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置をいう。以下同

じ。）を行うことその他の規則で定める正当な理由その他規則で定める事項を記

載した書面または記録した電磁的記録を携帯電話インターネット接続役務提供事

業者等に提出しなければならない。 

５ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、前項の書面または電磁的記

録の提出があつた場合に限り、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じ

ない特定携帯電話端末等（青少年インターネット環境整備法第１６条に規定する特

定携帯電話端末等をいう。以下同じ。）を販売することができる。この場合におい

て、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、当該特定携帯電話端

末等に係る携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約が終了する日ま

たは当該契約に係る青少年が１８歳に達する日のいずれか早い日までの間、当該

書面もしくはその写しもしくは当該電磁的記録または当該書面に記載された事項

を記録した電磁的記録を保存しなければならない 

６ 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が第１項もしくは前項の

規定に違反していると認めるときまたは携帯電話インターネット接続役務提供事

業者が第３項の規定に違反していると認めるときは、当該携帯電話インターネット

接続役務提供事業者等または当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者に

対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

７ 知事は、前項の規定による勧告をするために必要な限度において、青少年有害

情報フィルタリングサービスを利用しない携帯電話インターネット接続役務の提供
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を受け、または青少年有害情報フィルタリング有効化措置が講じられていない特

定携帯電話端末等を使用していると認められる青少年の保護者に対し、報告また

は資料の提出を求めることができる。 

８ 知事は、第６項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従

わないときは、その旨を公表することができる。この場合において、知事は、あら

かじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならな

い。 

 

第４章 雑 則 

 （立入調査等） 

第４４条 知事は、この条例の実施のために必要があると認めるときは、その指定す

る者に、営業時間内において、興行場その他の営業所（自動販売機等の設置場所

を含む。）に立ち入り、調査させ、関係者から資料の提供を求めさせ、または関係

者に対して質問させることができる。 

２ 前項の規定による立入調査は、必要最少限度にとどめ、関係者の正常な業務を

妨げないようにしなければならない。 

３ 知事の指定する者が、第１項の規定による立入調査を行う場合は、その身分を示

す証票を携帯し、関係者から要求があつたときは、これを呈示しなければならな

い。 

４ 第１項に規定する立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解して

はならない。 

 （県民からの申出） 

第４５条 何人も、第８条もしくは第９条の規定による推奨、第１０条第１項、第１１条第１

項、第１４条第１項もしくは第３７条第１項第５号の規定による指定、第１０条第５項の

規定による指定の取消し、第１２条第３項、第１３条もしくは第２４条第３項の規定に

よる命令または第４３条の３第６項の規定による勧告をすることが適当であると認

めるときは、知事に対して、その旨を申し出ることができる。 

 （審議会の設置） 

第４６条 青少年の指導、育成、保護および矯正に関する総合的施策の樹立につき必

要な事項ならびに知事の諮問に応じて第４８条に規定する事項を調査審議するた

め、福井県青少年愛護審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （組織等） 

第４７条 審議会は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する委員２０人以

内をもつて組織する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

 （諮問） 

第４８条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審議会の意見を聴かな

ければならない。ただし、第５号または第１１号の場合を除き緊急を要すると認める
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ときは、この限りでない。 

 ⑴ 第８条の規定により優良環境の推奨をしようとするとき。 

 ⑵ 第９条の規定により優良興行または優良図書等の推奨をしようとするとき。 

 ⑶ 第１０条第１項または第５項の規定により有害興行を指定し、または当該指定を

取り消そうとするとき。 

 ⑷ 第１１条第１項の規定により有害図書等を指定しようとするとき。 

 ⑸ 第１１条第２項第１号および第２号の規定により規則を定めようとするとき。 

 ⑹ 第１２条第３項の規定により有害図書等の陳列場所の変更もしくは陳列方法の

改善または同条第２項の掲示を命じようとするとき。 

 ⑺ 第１３条の規定により有害広告物の内容の変更、撤去その他必要な措置を命じ

ようとするとき。 

 ⑻ 第１４条第１項の規定により有害玩具刃物類を指定しようとするとき。 

 ⑼ 第３７条第１項第５号の規定により特定薬品を指定しようとするとき。 

 ⑽ 第４３条の３第６項の規定により勧告をしようとするとき。 

 ⑾ 次条の規定により審査請求の裁決をしようとするとき。 

 ⑿ その他規則で定める場合 

２ 知事は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで、推奨、指定、取

消し、命令または勧告をしたときは、次の審議会に報告しなければならない。 

 （審査請求による取消の公示） 

第４９条 知事は、審査請求の裁決により、処分を取消したときは、その旨およびその

理由を公示しなければならない。 

 （規則への委任） 

第５０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第５章 罰 則 

 （罰則） 

第５１条 第３５条第１項の規定に違反した者は、２年以下の懲役または１００万円以下

の罰金に処する。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役または５０万円以下の罰金

に処する。 

 ⑴ 第３６条の規定に違反した者 

 ⑵ 第３７条第１項の規定に違反した者 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

 ⑴ 第１０条第３項の規定に違反して、有害興行を青少年に観覧させた者 

 ⑵ 第１１条第４項の規定に違反した者 

 ⑶ 第１３条の規定による命令に違反した者 

 ⑷ 第１４条第４項の規定に違反した者 

 ⑸ 第１９条第１項または第２項の規定に違反した者 

 ⑹ 第２６条の規定に違反した者 
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 ⑺ 第２９条第１項の規定に違反した者 

 ⑻ 第３５条第２項の規定に違反した者 

 ⑼ 第３５条の２第１項または第２項の規定に違反した者 

 ⑽ 第３５条の３の規定に違反した者 

 ⑾ 第３７条第２項の規定に違反した者 

 ⑿ 第３７条の２の規定に違反した者 

 ⒀ 第４２条第２項の規定に違反した者 

 ⒁ 第４２条の２第１項の規定に違反した者 

 ⒂ 第４３条の規定に違反した者 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、２０万円以下の罰金または科料に処する。 

 ⑴ 第１０条第３項の規定に違反して、同条第１項の規定による指定のあつた旨およ

び青少年の入場を禁ずる旨の掲示をしなかつた者 

 ⑵ 第１２条第３項の規定による命令に違反した者 

 ⑶ 第１５条第１項の規定による届出もしくは同条第２項の規定による変更の届出を

せず、または虚偽の届出をした者 

 ⑷ 第１６条第１項の規定による届出もしくは同条第２項の規定による変更の届出を

せず、または虚偽の届出をした者 

 ⑸ 第２２条の２第１項の規定による届出もしくは同条第２項の規定による変更の届

出をせず、または虚偽の届出をした者 

 ⑹ 第３３条第１項の規定に違反した者 

 ⑺ 第３４条の規定に違反した者 

 ⑻ 第４２条の２第２項の規定に違反した者 

５ 第４４条第１項の規定による立入調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、資料の提出

をせず、もしくは虚偽の資料の提出をし、または質問に対して陳述をせず、もしく

は虚偽の陳述をした者は、１０万円以下の罰金または科料に処する。 

６ 何人も、青少年の年齢を知らないことを理由として、第１項から第５項までの規定

による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。 

 （両罰規定） 

第５２条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する

ほか、その法人または人に対しても、同条の罰金刑または科料刑を科する。 

 

附則（略） 
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⑵ 福井県青少年愛護条例施行規則 

福井県青少年愛護条例施行規則 

 

公布：平成 ８ 年 ５ 月３１日  

最終改正：令和 ３ 年 ３ 月３１日 

   

 （趣旨） 

第１条 この規則は、福井県青少年愛護条例（昭和３９年福井県条例第１５号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （有害興行の掲示の様式） 

第２条 条例第１０条第３項の掲示の様式は、様式第１号によるものとする。 

（有害図書等として指定を受けたものとみなす図書等） 

第３条 条例第１１条第２項第１号に規定する規則で定める写真または絵画および同

項第２号に規定する規則で定める場面は、次の各号のいずれかに該当する写真

もしくは絵画または場面とする。 

⑴ 陰部を被写体とし、または描写したもの（陰部を覆い、ぼかし、または塗りつぶ

したものを含む。） 

⑵ でん部または女性の胸部を誇張して被写体とし、または描写したもの 

⑶ 大たい部を開いた姿態、自慰の姿態、愛ぶの姿態、排せつの姿態または緊縛

の姿態を被写体とし、または描写したもの 

⑷ 性交または性交を連想させる行為を被写体とし、または描写したもの 

⑸ 強制性交等その他のりょう辱行為を被写体とし、または描写したもの 

⑹ 性交に類する同性間の性行為または変態性欲に基づく性行為を被写体とし、

または描写したもの 

 （有害図書等の区分陳列の方法） 

第３条の２ 条例第１２条第１項に規定する規則で定める方法は、次の各号のいずれ

かに該当する方法とする。 

⑴ 間仕切り等により仕切られ、かつ、その内部を外部から容易に見通すことがで

きない措置がとられた場所に、有害図書等をまとめて陳列すること。 

⑵ 有害図書等以外のものを陳列する棚の外周から６０センチメートル以上離れ

た場所に設けられた棚に、有害図書等をまとめて陳列すること。 

⑶ 有害図書等を陳列しようとする棚の各棚板の前面と直交する鉛直面上に、当

該棚板の前面から１０センチメートル以上張り出した仕切り板（透視できない材

質のものに限る。以下この号において同じ。）を設け、仕切り板と仕切り板との

間に有害図書等をまとめて陳列すること。 

⑷ 有害図書等を、床面から１５０センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみ

が見えるようにしてまとめて陳列すること。 

⑸ 有害図書等を、ビニール包装、ひも掛けその他の方法により容易に閲覧するこ

とができない状態にしてまとめて陳列すること。 

 （有害図書等の陳列場所の掲示の様式） 
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第４条 条例第１２条第２項の掲示の様式は、様式第２号によるものとする。 

 （有害玩具刃物類として指定を受けたものとみなす玩具刃物類） 

第５条 条例第１４条第２項に規定する規則で定める形状、構造または機能を有する

玩具刃物類は、次の各号のいずれかに該当する玩具刃物類とする。 

⑴ 性器の形状をなし、またはこれに著しく類似するもの 

⑵ 性器を挿入し、または性器に挿入する構造をなすもの（電動式振動機を内蔵

し、または装着することができるものに限る。） 

⑶ 全裸または半裸の人形（気体または液体で膨脹させることにより人形となるも

のを含む。） 

（自動販売機等の設置の届出） 

第６条 条例第１５条第１項前段の規定による自動販売機等の設置の届出および同項

後段の規定による自動販売機等の設置場所の変更の届出は、図書等（玩具刃物

類）の自動販売機等設置（設置場所変更）届出書（様式第３号）に、次に掲げる書類

を添付して行うものとする。 

⑴ 自動販売機等を設置しようとする者の住民票の写し（法人にあっては法人の

登記事項証明書、その他の団体にあっては代表者の住民票の写しとする。以下

同じ。） 

⑵ 自動販売機等を設置しようとする者が当該自動販売機等の設置場所の用地ま

たは建物の所有者でないときは、当該用地もしくは建物の提供者の承諾書また

は当該用地もしくは建物の提供に係る契約書の写し 

⑶ 自動販売機等の設置場所の付近の見取図 

２ 条例第１５条第１項第６号の規則で定める事項は、自動販売機等の型式番号とす

る。 

３ 条例第１５条第２項の規定による届出事項の変更の届出は、図書等（玩具刃物類）

の自動販売機等設置変更届出書（様式第４号）により行うものとする。この場合に

おいて、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、それぞれ当該各号に定め

る書類を添付しなければならない。 

⑴ 自動販売機等の設置の届出をした者（当該自動販売機等の設置場所の変更

の届をした者を含む。）の住所または氏名（法人にあっては、主たる事務所の所

在地、名称または代表者の氏名、その他の団体にあっては代表者の住所または

氏名。次条第２項第１号および第１０条第３項第１号において同じ。） 第１項第１号

に掲げる書類 

⑵ 自動販売機等の設置場所の提供者 第１項第２号に掲げる書類 

４ 条例第１５条第２項の規定による自動販売機等の設置の廃止の届出は、図書等

（玩具刃物類）の自動販売機等設置廃止届出書（様式第５号）により行うものとす

る。 

 （自動販売機等による販売または貸付けの届出） 

第７条 条例第１６条第１項前段の規定による自動販売機等による図書等または玩具

刃物類の販売または貸付けの届出および同項後段の規定による自動販売機等の

設置場所の変更の届出は、自動販売機等による図書等（玩具刃物類）の販売（貸
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付）（自動販売機等設置場所変更）届出書（様式第６号）に、次に掲げる書類を添付

して行うものとする。 

⑴ 自動販売機等による図書等または玩具刃物類の販売または貸付けをしようと

する者の住民票の写し 

⑵ 条例第１７条第１項に規定する自動販売機等管理者（以下「自動販売機等管理

者」という。）の就任承諾書 

⑶ 自動販売機等管理者の住民票の写し 

⑷ 自動販売機等の設置場所の付近の見取図 

⑸ 自動販売機等管理者が次条に規定する要件に該当することを証する書類 

２ 条例第１６条第２項の規定による届出事項の変更の届出は、自動販売機等による

図書等（玩具刃物類）の販売（貸付）変更届出書（様式第７号）により行うものとす

る。この場合において、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、それぞれ当

該各号に定める書類を添付しなければならない。 

⑴ 自動販売機等による図書等または玩具刃物類の販売または貸付けの届出を

した者（当該自動販売機等の設置場所の変更の届出をした者を含む。）の住所

または氏名 前項第１号に掲げる書類 

⑵ 自動販売機等管理者 前項第２号、第３号および第５号に掲げる書類 

⑶ 自動販売機等管理者の住所または氏名（法人にあっては主たる事務所もしく

は営業所の所在地、名称または代表者の氏名、その他の団体にあっては代表者

の住所または氏名） 前項第３号に掲げる書類 

３ 条例第１６条第２項の規定による自動販売機等による図書等または玩具刃物類の

販売または貸付けの廃止の届出は、自動販売機等による図書等（玩具刃物類）の

販売（貸付）廃止届出書（様式第８号）により行うものとする。 

 （自動販売機等管理者の要件） 

第７条の２ 条例第１７条第２項第３号の規則で定める要件は、次の各号のいずれに

も該当することとする。 

 ⑴ 未成年者でないこと。 

 ⑵ 精神の機能の障害により自動販売機等の管理を適正に行うに当たって必要な

認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。 

 （自動販売機等による販売等の届出済証の様式等） 

第８条 条例第１８条第１項の届出済証の様式は、様式第９号によるものとする。 

２ 条例第１８条第２項の規定による申請は、届出済証再交付申請書（様式第１０号）に

より行うものとする。 

第９条 削除 

 （利用カード販売業の届出） 

第１０条 条例第２２条の２第１項の規定による利用カード販売業の届出は、利用カー

ド販売業届出書（様式第１１号）に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。 

⑴ 利用カード販売業を営もうとする者の住民票の写し 

⑵ 利用カード販売業を営もうとする者が利用カードの販売所または自動販売機

の設置場所の用地または建物の所有者でないときは、当該用地もしくは建物の
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提供者の承諾書または当該用地もしくは建物の提供に係る契約書の写し 

⑶ 青少年立入禁止場所に利用カードの自動販売機を設置するときは、当該自動

販売機の設置箇所を明記した当該青少年立入禁止場所の平面図 

２ 条例第２２条の２第１項第４号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

⑴ 販売する利用カードにより役務の提供を受けることができるテレホンクラブ等

営業に係る営業所（第１２条において「営業所」という。）の名称および商品名 

⑵ 利用カード販売業を営もうとする者が利用カードの販売所または自動販売機

の設置場所の用地または建物の所有者でないときは、当該用地または建物の

提供者の住所および氏名（法人（その他の団体を含む。）にあっては、主たる事

務所の所在地、名称および代表者の氏名。第４号において同じ。）ならびに電話

番号 

⑶ 利用カードの自動販売機の設置台数 

⑷ 委託を受けて利用カード販売業を営もうとするときは、委託者の住所および

氏名ならびに電話番号 

３ 条例第２２条の２第２項の規定による届出事項の変更の届出は、利用カード販売

業変更届出書（様式第１２号）により行うものとする。この場合において、次の各号

に掲げる事項に変更があったときは、それぞれ当該各号に定める書類を添付しな

ければならない。 

⑴ 利用カード販売業の届出をした者の住所または氏名 第１項第１号に掲げる書

類 

⑵ 利用カードの販売所または自動販売機の設置場所の用地または建物の提供

者 第１項第２号に掲げる書類 

⑶ 利用カードの自動販売機の設置場所 第１項第３号に掲げる書類 

４ 条例第２２条の２第２項の規定による利用カード販売業の廃止の届出は、利用カ

ード販売業廃止届出書（様式第１３号）により行うものとする。 

第１１条 削除 

 （自家広告物の基準） 

第１２条 条例第２４条第１項ただし書の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとす

る。 

⑴ 営業所の建物に直接掲示するものであること。 

⑵ 一の営業所につき、表示面積の合計が５平方メートル以下のものであること。 

 （深夜営業の掲示の様式） 

第１３条 条例第４２条の２第２項の掲示の様式は、様式第１４号によるものとする。 

 （携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明事項） 

第１３条の２ 条例第４３条の３第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 ⑴ 青少年がインターネットを不適切に利用することにより、犯罪を誘発し、または

犯罪による被害を受けるおそれがあること。 

 ⑵ 保護者が青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をす

るときは、条例第４３条の３第２項に規定する書面または電磁的記録を提出する

必要があること。 
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 ⑶ 保護者が青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しな

い旨の申出をするときは、条例第４３条の３第４項に規定する書面または電磁的

記録を提出する必要があること。 

 （青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない正当な理由等） 

第１３条の３ 条例第４３条の３第２項の規則で定める正当な理由は、次に掲げ 

る理由とする。 

 ⑴ 保護者がその監護する青少年の携帯電話インターネット接続役務の利用状況

を適切に把握する等により、当該青少年が青少年有害情報の閲覧をすることが

ないようにすること。 

 ⑵ 青少年が就労している場合において、青少年有害情報フィルタリングサービス

を利用することにより当該青少年の業務に著しい支障が生ずること。 

 ⑶ 青少年が心身に障害を有し、または疾病にかかっている場合において、青少

年有害情報フィルタリングサービスを利用することにより当該青少年の日常生

活に著しい支障が生ずること。 

２ 条例第４３条の３第２項および第４項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

 ⑴ 申出年月日 

 ⑵ 保護者の氏名、住所および連絡先 

３ 条例第４３条の３第４項の規則で定める正当な理由は、保護者の責任において適

切に青少年有害情報フィルタリング有効化措置を行うこととする。 

 （身分証明書の様式） 

第１４条 条例第４４条第３項の身分を示す証票の様式は、様式第１５号によるものと

する。 

 （審議会の会長および副会長） 

第１５条 条例第４６条の福井県青少年愛護審議会（以下「審議会」という。）に会長お

よび副会長一人を置く。 

２ 会長および副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第１６条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

（部会） 

第１７条 審議会は、専門事項を調査審議するため、部会を置くことができる。 

 （幹事） 

第１８条 審議会に幹事若干人を置き、県の職員または関係行政機関の職員のうちか

ら、知事が任命し、または委嘱する。 

２ 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。 
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 （会長への委任） 

第１９条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長

が審議会に諮って定める。 

 

  附則、様式 (略) 

 

⑶ 福井県青少年愛護条例に基づく推奨、指定、措置命令要領 

福井県青少年愛護条例に基づく推奨、指定、措置命令要領 

 

制定：平成 元 年 １ 月１８日 

最終改正：平成３１年 ４ 月 １ 日 

第１ 目的 

青少年の健全育成を図るためには、積極的に青少年に優良な環境の整備を図

り、有害な環境を排除する必要がある。 

このため、福井県青少年愛護条例（以下「愛護条例」という。）第８条から第１４条

の規定の目的を達成するために、推奨、指定、措置命令要領を定めるものであ

る。 

第２ 推奨、指定、措置命令の認定基準 

愛護条例による推奨、指定、措置命令の認定基準は、概ね次のとおりとする。 

１ 優良環境、優良興行および優良図書等の推奨認定基準 

⑴ 次のいずれかに該当するもの 

ア 自然を愛し、科学と芸術を尊び、心身の発達に役立つもの、またはところ 

イ 社会人としての良識の涵養に役立ち、社会の一員としての責任を自主的に果

たすことに役立つもの、またはところ 

ウ 人間的愛情を豊かにし、道徳的心情がつちかわれるもの、またはところ 

エ 美的な感覚を洗練し、情操を高め、楽しみのうちに豊かな人間性がつちかわ

れるもの、またはところ 

オ 広い知識と高い教養を深めさせることができるもの、またはところ 

カ 明朗で健全な娯楽作品、または健全な地域として優れているところ 

キ その他特に青少年の健全育成に役立つもの、またはところ 

⑵ 優良興行、優良図書等にあっては、前号の要件のいずれかに該当することの

ほか、次のアからエまでのいずれにも該当するもの 

ア 概ね一年以内において刊行または制（製）作されたものであること 

イ 一般に容易に入手でき、または観賞できるものであること 

ウ 適当な価格のものであること 

エ 次のいずれにも該当しないものであること 

(ｱ)  内容がきわめて悲惨なもの 

(ｲ)  内容が特定の政党政派等を支持し、その宣伝を意図しているもの 

(ｳ)  内容が特定の宗教宗派等を支持し、その宣伝を意図しているもの 

(ｴ)  内容が特定の人物または企業の利益のための宣伝を意図しているもの 
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(ｵ)  辞書、辞典に属するものおよび学習等の参考書ならびに入門書またはこ

れに類するもの 

２ 有害興行、有害図書等の指定認定基準および有害広告物の措置命令基準 

⑴ 著しく性的感情を刺激するもので、次のいずれかに該当するもの 

ア 人の裸体の全部または局部を劣情的に表現したもの 

イ 表現や説明の字句、口上、歌曲等が著しく卑わいなものまたは演出、描写、

表現が性的行為を露骨に連想させるもの 

ウ 刺激的な姿態により、またはわいせつな動作によって身体の全部もしくは一

部または局部が露出しているもの 

エ 変態的な性欲を演出、描写、表現しているもの 

オ 性衛生および性医学または科学的観点を超え、必要以上に不自然に素材と

して描写しているもの 

カ 善良な結婚および家庭の生活を侵すような背徳的男女関係に主体性をお

き、不純な性行為を演出、描写、表現しているもの 

キ 性的関係を結ぶに至るまでの方法、過程、所作、感情等を過度に演出、描

写、表現しているもの 

⑵ 著しく粗暴性、残虐性もしくは犯罪を誘発助長するもので、次のいずれかに該

当するもの 

ア 殺人、自殺、強盗、強制性交等、放火、恐喝、暴行、傷害、脅迫等の行為を肯

定し、および英雄視させるような表現をし、またはこれらの行為を刺激的かつ

陰惨に演出、描写、表現しているもの 

イ 私刑、拷問等を刺激的に演出、描写、表現しているもの 

ウ 犯罪等の手口を詳細に扱い、その手段を教示する結果をまねくおそれがあ

るもの 

３ 有害玩具刃物類の指定認定基準 

⑴ 玩具刃物類の形状、構造または機能が人体に危害を及ぼすおそれがあるも

ので、次のいずれかに該当するもの 

ア 玩具銃砲類 

イ 玩具煙火類 

ウ 業務用、家庭用および学習用として通常使用する以外の刃物類 

エ 人の身体の自由を制限することを目的とした玩具類 

オ その他の玩具類であって、その形状、構造または機能が人の生命、身体に

危害を及ぼすおそれがあるもの 

⑵ 著しく性的感情を刺激するもので、次のいずれかに該当するもの 

ア 人の裸体の全部もしくは局部を形成するものおよび性行為を表現し、また

はこれらを容易に連想させるもの 

イ 性行為を促進しまたは助長するためのもの 

第３ 愛護審議会における審議方法 

愛護審議会（以下「審議会」という。）は、次により審議する。 

１ 優良環境、優良興行、優良図書等の推奨 
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⑴ 自然環境または社会環境（以下「環境」という。）の所有者、管理者等から推せ

んを受けた環境、および興行主等から推せんを受けた興行については、あらか

じめ審議会の委員（以下「委員」という。）の意見を聴いたのち、審議会の審議

（緊急推奨を除く。）に付する。 

⑵ 福井県立図書館と協議のうえ、青少年向きとして選定した図書等については、

あらかじめ委員の意見を聴いたのち、審議会の審議に付する。 

⑶ 前各号により審議に付されたもののほか、別表に掲げる者から推せんを受け

た環境、興行、図書等については、あらかじめ委員の意見を聴いたのち、審議

会の審議（緊急推奨を除く。）に付する。 

２ 有害興行、有害図書等、有害玩具刃物類の指定および有害広告物の措置命令 

⑴ 一般財団法人映画倫理機構において録画フィルムの内容を審査し、成人向き

として指定し、映画および一般社団法人日本コンテンツ審査センターにおいて

録画ビデオテープの内容を審査し、成人向きとして指定し、通知のあったビデオ

テープについては、審議会の審議（緊急指定を除く。）に付する。 

⑵ 前号以外の録画ビデオテープで諮問に付されたものについては、あらかじめ

委員の意見を聴いたのち、審議会の審議（緊急指定を除く。）に付する。 

⑶ 前各号以外の興行、図書等ならびに広告物および玩具刃物類で諮問に付され

たものについては、審議会の審議（緊急指定を除く。）に付する。 

第４ 知事に対する答申 

審議会は、第２の規定による認定基準に従って審議し、その結果を知事に答申

する。 

第５ 推せん、指定、措置命令の申し出 

推せんならびに指定および措置命令の申し出をしようとする者は、できるだけ

別紙様式１から６により、知事に提出するものとする。ただし、前記以外の方法によ

る申し出があったときは、別紙様式７により申出受理報告書を作成して、申し出状

況を明らかにしておくものとする。 

第６ 推奨、指定結果の周知 

推奨、指定の結果については、条例の規定によるほか、関係機関、業者等に周

知するものとする。 

 

別 表 

１ 審議会委員 

２ 福井県社会福祉審議会児童福祉専門分科会委員 

３ 市町青少年問題協議会員 

４ 青少年育成福井県民会議会員、青少年育成市町民会議会員 

５ 一般県民 

 

附則、様式 (略) 
 



第３章 青少年育成関係団体 
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第３章 青少年育成関係団体 
 

１ 公益財団法人青少年育成福井県民会議 
⑴ （公財）青少年育成福井県民会議とは 

  ア 目的 

   次代の福井を担う青少年が、その誇りと責任を自覚し、自らの手で未来を開

き、夢と希望に満ちて進むよう、青少年および青少年団体の健全育成を図り、

もって郷土の進展に寄与することを目的とする。 

イ 経緯 

青少年育成福井県民会議は、昭和４１年１１月に設立され、青少年の健やか

な成長を願って数々の県民運動や事業を展開してきた。「青少年育成一灯基

金」は、昭和５８年に設置され青少年育成活動の財源にあてるための募金活

動を行い、昭和６０年１１月、財団法人青少年育成一灯基金となり、基金の運

用果実をもって県民会議の諸活動を支えてきた。 

こうした中、平成２０年１２月に公益法人制度改革関連三法が施行したこと

から、両団体は統合し新法における公益財団法人を目指すことになり、平成２

５年１月１日統合し、県に対して公益認定申請を行い、平成２５年４月 1 日、新

しく公益財団法人青少年育成福井県民会議が発足した。 

  ウ 事業 

  (ｱ) 青少年健全育成事業 

   ・ すべての大人が、その姿勢を正して青少年に深い関心と理解をもち、積極

的に青少年を育てようとする気運を醸成するための活動。 

   ・ 青少年自らが、次の時代の日本、郷土を担う誇りと責任を自覚し、明るい

希望をもって生きようとする意識を醸成するための活動。 

   ・ 青少年関係団体が、相互の連携を図り、より効果的な活動ができるための

活動。 

   (ｲ) その他、本法人の目的達成に必要な事業。 

  エ 組織 

   (ｱ) 名称 

     公益財団法人青少年育成福井県民会議 

   (ｲ) 評議員７名（評議員の任期４年） 

   (ｳ) 役員（役員の任期２年） 

   ・ 理事７名（会長１名含む）                      

   ・ 監事２名                                      

(ｴ) 事務局                     

〒910-0003 福井市松本 3-16-10 福井県職員会館ビル内 

TEL/FAX(0776)20-0527 

E-mail:seisyounen@fukuikenminkaigi.jp 

 

シンボルマーク 

（赤色＋緑色） 
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⑵ 福井県青少年育成一灯基金の目的 

この基金の目的は、青少年問題を県民一人ひとりの問題として考え、全県民

の協力によって浄財を蓄積し、その果実によって、次代を担う青少年の健全育

成を積極的に推進し、また、青少年育成事業の進展に寄与しようとするもので

ある。 

 平成１２年４月には、なお一層、県民に対して親近感がでるように募金の愛称

を「すくすく募金」と決め、シンボルマーク（下図）も併せて県民へ発表した。 

 青少年育成一灯基金は、令和５年度末で４億２，３４０万円となり、目標額の５

億円達成のため募金活動に努めている。 

基金の運用益は、次のような青少年健全育成事業を助長するための財源に

充てられるものである。 

 

○ 青少年の主体的社会参加による活動事業 

○ 青少年を取り巻く環境浄化活動 

○ 青少年健全育成の指導者養成事業 

○ 青少年団体・個人および育成者の顕彰事業 

○ 青少年の国際交流事業 

○ その他、本財団の目的達成に必要な諸事業 

 

 

シンボルマーク(青色) 
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青少年育成福井県民会議 
S41.11.14 発足 

 
S58.活動の財源にあてるため 
青少年育成一灯基金を設置、募金

活動を行う 

(財)福井県青少年育成 
一灯基金 

S60.11.27 財団法人化 

 

H.1～助成金 

募金活動 

理事会（H24.5.17） 
県民会議との統合の後、公益財団
法人化を目指すことを決定 

総会（H24.4.21） 
一灯基金との統合の後、公益財団
法人化を目指すことを承認 

常任委員会（H24.12.21） 
一灯基金との統合、後に公益財団
法人となることを正式承認 

臨時総会（H24.12.21） 
一灯基金との統合、後に公益財団

法人となることを正式承認 

理事会（H24.12.25） 
・県民会議との統合の後、公益財
団法人となることを正式決定 
・最初の評議員選考委員会委員を

決定 

統合（H25.1.1） 

最初の評議員選考委員会（H25.1.9） 最初の評議員を選考 

評議員会（H25.1.18）     定款、最初の理事を選考 

理事会（H25.1.25）   新法人の事業計画、予算を決議 

申請（H25.3.12） 

認定（H25.3.22） 

公益認定等委員会による審査 
 

認定証の交付 

公益財団法人 青少年育成福井県民会議 発足 
（H25.4.1） 

 ⑶ （公財）青少年育成福井県民会議発足の流れ 



  - 53 - 

２ 青少年育成市町民会議 
⑴ 青少年育成市町民会議 

昭和５８年３月、福井県青少年問題協議会から、「自らの時代に活力あふ

れ希望に満ちた成人として、活動できる青少年を、いかに育成するかについ

て」答申がなされ、その中で県下全市町村に青少年育成市町村民会議設置

の必要性が提言された。 

県では、この提言を受け、市町村民会議づくりを働きかけ、昭和５９年３月

末までに全市町村が、自主的に組織づくりを果たし、次表にあるように現在

県内１７市町、全部に市町民会議が設置されている。 

 

⑵ 青少年育成市町民会議一覧 

市町名 名  称 所  管  部  署 

福井市 

敦賀市 

小浜市 

大野市 

 

勝山市 

鯖江市 

あわら市 

越前市 

坂井市 

永平寺町 

池田町 

南越前町 

越前町 

美浜町 

高浜町 

おおい町 

若狭町 

 青少年育成福井市民会議 

 青少年健全育成敦賀市民会議 

 小浜市青少年健全育成協議会 

 青少年育成大野市民会議 

 

 青少年育成勝山市民会議 

 青少年健全育成鯖江市民会議 

 青少年健全育成あわら市民会議 

青少年健全育成越前市民会議 

青少年育成坂井市民会議 

青少年育成永平寺町民会議 

青少年育成池田町民会議 

青少年育成南越前町民会議 

青少年育成越前町民会議 

 青少年育成美浜町民会議 

 青少年育成高浜町民会議 

 青少年育成おおい町民会議 

青少年育成若狭町民会議 

福井市こども未来部こども育成課 

 敦賀市少年愛護センター 

 小浜市教育委員会生涯学習スポーツ課 

 大野市教育委員会事務局生涯学習･文化財

保護課 

 勝山市教育委員会教育総務課青少年室 

 鯖江市教育委員会生涯学習課 

 あわら市教育委員会文化学習課 

越前市教育委員会生涯学習・芸術文化課 

坂井市教育委員会生涯学習スポーツ課 

永平寺町教育委員会生涯学習課 

池田町教育委員会事務局 

 南越前町教育委員会事務局 

越前町教育委員会生涯学習課 

 美浜町教育委員会事務局生涯学習推進課 

 高浜町教育委員会事務局 

 おおい町教育委員会社会教育課 

 若狭町教育委員会事務局 
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３ その他の青少年団体 
 
⑴ 福井県ＢＢＳ連盟 

事務局 

〒910-0003 福井市松本 3 丁目 16 番 10 号  福井県職員会館 3
階 

      福井県更生保護センター内 
TEL(0776)97-8221  

目的 

実践活動を通じて犯罪や非行を犯した少年の更生を援助しようとす

ることを目的とするほか、少年の非行を未然に防ぐために、地域社会の
人々の理解を得るよう啓発活動を行い、社会の浄化を図ることをも目
的としている。 

※ ＢＢＳとは Big Brothers and Sisters Movement の略称で、
「兄」や「姉」のような身近な存在として「同じ目線の高さで」接しな
がら、少年たちと遊んだり、悩みの相談にのったりなど彼らが健やか

に成長するようお手伝いをしている青年ボランティア運動です。 

主な活動 

・非行防止活動：様々な広報活動や各種イベント、集会などを地域で実

施し、犯罪や非行のない明るい社会の実現に努めている。 
・グループワーク：少年たちとグループになってスポーツやレクリエーショ
ンなどを行う。共に何かを楽しむことにより、少年たちに一人のときと

は違った共感や心を開くきっかけを与える。 
・研さん活動：活動を実践するのに必要な知識や技能の習得、会員同
士の意見交換の場として、様々な研修を行い、研さんに努めている。 

・社会貢献（参加）活動への協力：保護観察所と協力し、少年たちと共
に清掃活動などの様々な活動に参加しながら、社会や誰かの役に立
つ喜びを分かち合っている。 

・児童福祉施設や子ども食堂等での、学習支援、スポーツレクリエーシ
ョンなどを通じ、子どもと触れ合う居場所づくりの活動を行っている。 

会員数 約 100 名 

加入方法 事務局または各地区ＢＢＳ会へ申し込む。 

組織 地区ＢＢＳ会→県ＢＢＳ連盟→日本ＢＢＳ連盟 
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⑵  (公社 )日本青年会議所北陸信越地区福井ブロック協議会 

事務局 

（令和６年度事務局） 
〒914-0047 福井県敦賀市東洋町 1-1 プラザ萬象団体室７ 

公益社団法人 敦賀青年会議所  
TEL(0770)-22-5036 FAX(0770)-22-6019 
HP：http://www.tsuruga-jc.com/ 

※ 年ごとに県内の青年会議所が事務局を持ちまわる。 

目的 
福井県内各地の青年会議所の資質向上を図り、事業活動の円滑化

を促進し、北信越地区協議会を通じて、日本青年会議所との連絡調整

を行うことを目的とする。 

主な活動 

・県内各地青年会議所の情報交換および連絡調整。 

・県内各地の青年会議所の共通事項、共同事業の推進。 
・ブロック会員大会の開催 
・その他 

会員数 約 319 名 

加入方法 
会員２名以上の推薦により、各地の青年会議所に加入することができ

る。（福井の場合） 

組織 
県内１０地区青年会議所→各委員会→副会長→監査担当役員、 
直前会長→会長 

 
 
 
⑶ 福井県国際青年友好協会  

事務局 
〒910-0003 福井市松本 1-17-19 谷口 宅 

TEL(0776)22-3327  E-mail: world@valleygate.work 

目的 

会員相互の連帯と親睦を図り、青年の船、青年の翼で得た体験を生

かし、地域社会の発展に努めるとともに、国内での国際親善に寄与する
ことを目的とする。 

主な活動 

・会員の連帯と親睦に関すること 

・地域社会の発展に関すること 
・青少年の指導、活動の促進に関すること 
・外国青年との親善交流に関すること 

会員数 約 400 名 

加入方法 
国際青年の船、国際青年の翼に参加した者なら誰でも会員になること

ができる。 

組織 
会員→各部局(事務局、渉外局、事業局）、会計、監事、学生部 

→副会長→会長 
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⑷ 福井県連合青年団  

事務局 
〒910-0003 福井市松本 3-16-10 福井県職員会館内 
TEL(0776)27-1668  E-mail:hoyatte@gmail.com 

目的 
青年の生活を高めることを大きな目標に掲げ、より良き個人の完成

に努め、自己を取り巻く地域社会を住みよいものに改善していくととも
に、自分自身の生活を高めることを目的とする。 

主な活動 
・若越青年大会文化部門 
・若越青年大会体育部門 

・福井県青年問題研究集会 

会員数 約 600 名 

加入方法 書面に規約および名簿を添え提出し、大会の承認を得る。 

組織 地区団→市町連合青年団→福井県連合青年団 

 
 
 
⑸ 福井県青年国際交流機構（福井県ＩＹＥＯ）  

事務局 
小林仁志 宅 
TEL(090)2090-3835  E-mail:fukuiiyeoh21@yahoo.co.jp 

目的 
内閣府主催の青年国際交流事業で得た成果を踏まえ、国際理解を

深め、国際親善に寄与し、以って広く社会に貢献するとともに、会員相

互の交流と研鑽を図ること。 

主な活動 
・内閣府青年国際交流事業の受け入れと協力 
・ホームステイ等の受け入れの推進 

・福井県青年団体連絡協議会の事業への協力 

会員数 約 80 名  

加入方法 
内閣府主催の青年国際交流事業で派遣された者が、日本青年国際交
流機構本部事務局へ申し込む。 

組織 会員→理事→事務局長・次長→副会長→会長 

 
 
 
⑹ インターナショナルクラブ 

事務局 
 〒910-0014 福井市畿久町 7-21 竹澤ビル１階 
 TEL/FAX(0776)23-5441 E-mail:icsince98@gmail.com 

目的 年齢、国籍、性別を越えた交流、理解活動 

主な活動 

・ハロウィンパーティ 
・体験田植え、稲刈り 

・もちつき 
・交流会（月に１度） 
・語学クラス etc 

会員数 約 100 名 

加入方法 インターナショナルクラブ規約を承諾し、会費を納めたもの 

組織 会員→代表 
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⑺ (一社)福井県子ども会育成連合会  

事務局 
 〒918-8135 福井市下六条町 14-1 県生活学習館２階 
 TEL(0776)41-3908 FAX(0776)41-3916 

目的 
  子ども会は、楽しい遊びや体験活動を通して、子どもにとっての居場
所となり、よい仲間づくりを図り、子ども達の自主性・創造性・社会性
を養うとともによき社会人となるよう育成指導する。 

主な活動 

 ・県子どもまつり（各地区開催） 
 ・県子ども会育成研究大会 

 ・壁新聞コンクール 
 ・安全啓発指導者養成講習会開催 
 ・ジュニア・リーダー研修会 

・県ユース・リーダーの活動 
 ・ユース塾・福井県子ども会ジュニア・リーダーステップアップ集会 

会員数 約 40,000 名 

加入方法  地域集落ごとの単位で子ども会へ申し込む。 

組織 

単位子ども会（育成会）→地区子ども会育成会 

→市町子ども会育成連絡協議会→県子ども会育成連合会 
→全国子ども会連合会 

 
 

 
⑻ (一社)ガールスカウト福井県連盟 

事務局 
 〒918-8135 福井市下六条町 14-1 県生活学習館２階 
TEL(0776)41-4266 FAX(0776)50-2268 

事務取扱時間 （火～金）12:00～16:00 

目的 

同じ年頃の少女達が、グループをつくり、楽しみながら色々な体験を

通して、心豊かに創造性を養い、実生活に役立つ技術を身につけ、将
来に備えるとともに、それぞれの立場で人の役に立つことを目的とす
る。 

主な活動 

・自己開発 
 ・人とのまじわり 
 ・自然とともに 

上記の３本の柱を中心に、各年代相応のプログラムを組んでの活動 

会員数 約 400 名 

加入方法 
入団を希望する少女は、近くの団またはガールスカウト福井県連盟事
務局に申し込む。 

組織 
 テンダーフット、ブラウニー、ジュニア、シニア、レンジャーの 
各リーダー・保護者→団委員会・育成会→福井県連盟 
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⑼ 日本ボーイスカウト福井連盟 

事務局 
 〒918-8135 福井市下六条町 14-1 県生活学習館２階 
 TEL(0776)41-4064 FAX(0776)41-4065 

目的 

青少年が、ボーイスカウトの組織を通じ、その自発活動により自らの
健康を増進し社会に奉仕できる能力と人生に役立つ技能を体得し、か
つ誠実、勇気、自信および国際愛と人道主義を信条に実践活動できる

よう教育することを目的とする。 

主な活動 

・グループ活動を通して協調性、リーダーシップを養う 

・野外活動を通して健康な心身を鍛える 
・自然の中で友情や野外スキルを学び人間力を育む 
・年齢に応じた公共奉仕を行い助け合いの心を育む 

・海外のボーイスカウトと交流を行い国際性を身につける 

会員数 約 460 名 

加入方法  既設団（14 団）のリーダーまたは、事務局へ問い合わせる。 

組織 
団（ビーバースカウト隊、カブスカウト隊、ボーイスカウト隊、 
ベンチャースカウト隊、ローバースカウト隊）→県連盟 

→日本連盟 

 

⑽ 公益財団法人福井県スポーツ協会 福井県スポーツ少年団  

事務局 
 〒918-8027 福井市福町 3-20 福井県営体育館内 
TEL(0776)34-2719 FAX(0776)34-2742 

目的 
“すべての青少年にスポーツの歓びを”を目標にスポーツを通して青

少年の健全育成を図る。 

主な活動 

・指導者・リーダー養成・研修事業 
 ・国内交流事業 
 ・国際交流（日独、日中） 

 ・広報出版事業 
 ・少年団顕彰事業 
 ・その他 

会員数 7,243 名 

加入方法 各スポーツ少年団単位団に入団を申し込む。 

組織 各スポーツ少年団単位団→各市町本部→県本部→日本本部 

 
⑾ 福井県緑の少年団連盟  

事務局 

〒910-0336 坂井市丸岡町楽間 15-27-1 

公益社団法人 福井県緑化推進委員会内 
TEL(0776)66-4447  FAX(0776)66-5950 

目的 

次代を担う子供たちが、緑と親しみ、緑を愛し、緑を守り育てる活動

を通じて、ふるさとを愛し、そして人を愛する心豊かな人間に育ってい
くことを目的とする。 

主な活動 
・学習活動 
・奉仕活動 
・レクリエーション活動 

会員数 約 3,000 名 

加入方法 学校単位で結成し、市町緑化推進委員会へ申し込む。 

組織 各団→県連盟→全国連盟 
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⑿ 日本海洋少年団福井県連盟 

事務局 
 〒914-0047 敦賀市東洋町 1-1 プラザ萬象団体室 5 
TEL/FAX(0770)21-6602 

目的 
子どもの時から海に親しみ、果てしなく広がる海をグランドとして、楽

しみながら心身を鍛え、海洋国にふさわしいたくましい立派な社会人
に育てようとすることを目的とする。 

主な活動 

・海上保安庁とともに海の旬間等のＰＲ啓蒙活動 
 ・水難救助の青い羽根募金や歳末街頭募金、海浜清掃等奉仕活動へ

の取り組み 
・全国大会、中部地区連盟大会および各種関係行事への参加 
・カッター、カヌー、手旗、ロープワーク等の訓練や野外活動（キャンプ

など） 
・県内団員の交流 

会員数 約 100 名（役員、指導者、団員） 

加入方法  随時、小学校や行事等で団員募集（団員：小学生～高校生） 

組織 
各団→福井県連盟→中部地区連盟(愛知県内)→日本連盟(東京都

内) 

 

⒀ (公財)ＡＦＳ日本協会福井支部  

事務局 
 〒910-0029 福井市日光 1-4-3 
 TEL(090)1639-1726 E-mail:info-fukui@afs.or.jp 

目的 
多様性に満ちた世界において、公正で平和な世界の実現に必要な

知識・能力・理解力を身につけ、責任ある地球市民を育てるための異

文化理解教育を推進する。 

主な活動 
 ・外国人留学生（高校生）の県内への受入れ 
 ・県内高校生の海外派遣の情報提供・選考 

 ・留学生（受入れ・派遣）やその家族のカウンセリング 

会員数  約 7 名 

加入方法 趣旨を理解し、賛同する者は、事務局へ申し込む。 

組織 各支部員→支部長→ＡＦＳ日本協会→国際本部 

 
⒁ 青年海外協力隊福井県ＯＢ会  
事務局 E-mail:jocvfukui@gmail.com 

目的 
青年海外協力隊の経験を生かして、異文化の紹介や国際交流活動

を実施することにより、国際協力に対する理解を広める。 

主な活動 

 ・青年海外協力隊活動の紹介（隊員帰国報告会、写真パネル展） 
 ・異文化紹介活動、学校での国際理解教育等の講座協力・支援 
 ・派遣国スタディーツアーの実施 

 ・ＯＢ会報の発行 
 ・隊員募集活動、隊員希望者への相談・支援等 

会員数  約 200 名 

加入方法 
 青年海外協力隊参加者で福井県出身もしくは在住している者 
当会の趣旨に賛同する者（事務局へ問い合わせ） 

組織 会員→役員会（会長・副会長・事務局長・会計） 
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⒂ 福井県レクリエーション協会 

事務局 
 〒918-8012 福井市花堂北 2-17-3 
TEL/FAX(0776)35-5509  

E-mail:fukuirec@angel.ocn.ne.jp 

目的 

人々の心の元気づくりのためのレクリエーション事業やスポーツ・レ
クリエーション活動を加盟団体や関係団体と連携して展開する。子ど

もから高齢者までを対象としたレクリエーション技術アップのための講
座を開催し、地域の活性化に貢献する。 

主な活動 

・有資格者養成のための講習会開催 
 ①レクリエーション・インストラクター 
 ②スポーツ・レクリエーション指導者 

 ③レクリエーション・サポーター 
・スポーツ・レクリエーション関係行事の開催 

 ・レクリエーション関連団体との連携 

・レクリエーションに関する調査・研究・広報・啓発に関するこ   
 と 
・その他目的達成に必要なこと 

会員数  約 400 名 

加入方法 

１、 資格取得する 

２、 個人会員に登録する 
３、 加盟団体として登録する（事務局へ問い合わせ） 

組織 
会員→専門部会（総務部・事業部・人材育成支援部）→理事会 

→役員会→副会長→会長 
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⒃ ふくいユネスコ協会  

事務局 
 〒910-0003 福井市松本 4-8-4 生涯学習課分室内 
 TEL/FAX(0776)22-8181 

 目的 
青少年の啓発、積極的社会参加、国際交流活動、国際協力活動の

支援 

 主な活動 

 ４つの部会ごとによる活動 
青少年教育部会  （ユネスコスクール実践校の 

参加促進に関すること） 

        （ユネスコスクール交流会等活動の 
推進に関すること） 

広報・研修部会 （機関紙「ふくいユネスコ」の発行） 

        （ふくいユネスコ協会ＨＰの管理更新） 
        （ユネスコ全国大会、中部西ブロック研究会への参加に関す

ること） 

SDGs未来遺産部会（ユネスコ未来遺産事業に関すること） 
        （地域遺産スタディーウォークの実施） 
        （わたしの町のたからもの絵画展に関すること） 

        （ユネスコ世界遺産に関すること） 
チャリティー部会（チャリティー事業の実施） 

        （書き損じはがき回収（世界寺子屋運動）の実施） 

        （チャリティー募金の実施） 
（子ども食堂の支援などに関すること） 

 会員数  約 100 名 

 加入方法 事務局へ申し込む。会員は上記の３つのいずれかの部会に所属する。 

 組織 
顧問 1 名、会長 1 名、副会長 3 名、 

理事７名（内 4 名は部会長兼務）、監事 2 名、部会長 4 名、会員 

 
 



第４章 相談機関 
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第４章 相談機関 
 

１ 県内の主な相談機関一覧 
 青少年に関する相談のために、県下には内容に応じた相談機関がある。 

 
 主な相談内容 名称 所在地  電話番号 

非 
 

 

行 
 

 

相 
 

 

談 

・心理的・教育的な問題 

・非行 

・不登校 

・ひきこもり等 

福井少年鑑別所 

 910－0001 

 福井市大願寺3－4－20 

 0776－25－5036 

・保護観察中の少年等 

を対象 
福井保護観察所 

 910－0019 

 福井市春山1－1－54 

 0776－22－2858 

・家事一般 

・家庭療育 

・非行 

福井家庭裁判所 

 910－8524 

 福井市春山1－1－1 

 0776－22－5000 

・非行・問題行動 

・いじめ・被害など 

あらゆる少年相談  

福井県警察本部 

  福井少年サポートセンター 

 910－0004 

 福井市宝永3－8－1 

 0120－783－214 

 0776－24－4970 

・非行 

・怠学 

・家出 

・登校拒否 

・家庭問題 

 各青少年愛護センター   Ｐ６，７を参照 

・非行少年の補導、 

被害少年の保護 

・少年相談 

 各警察署生活安全課   

福 
 

祉 
 

相 
 

談 
・養護相談（虐待含む）  

・障がい相談 

・非行相談 

・育成相談 

（性格行動、しつけ、 

適性、不登校等） 

・その他の相談 

福井児童相談所 

 918－8105 

 福井市木田3－701 

  0776－35－1581（平日） 

 福井県嶺南振興局 

敦賀児童相談所 

 914－0074 

 敦賀市角鹿町1－32 

 0770－22－0858（平日） 

・子ども虐待防止相談 

福井児童相談所 

 福井県嶺南振興局 

 敦賀児童相談所 

 189（24時間）※ 

※全国共通ダイヤル 

（最寄りの相談所につながります） 

0776－35－1781（24時間） 

・身体障がい者、知的 

障がい者および精神障

がい者の財産、仕事、

生活に関することなど

あらゆる相談 

福井県障害者 

社会参加推進センター 

（障害者110番） 

 

 

 910－0026 

 福井市光陽2－3－22 

福井県社会福祉センター内 

0776－29－1100 
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 主な相談内容 名称 所在地 電話番号 

福 
 

祉 
 

相 
 

談 

・精神保健福祉に関する 

相談 

総合福祉相談所 

（ホッとサポートふくい）  

 

 

 

  

 

910－0026 

 福井市光陽2－3－36 

 福井県総合福祉相談所内 

 0776－26－4400 

 

 

・ひきこもりに関する 

相談 

福井県ひきこもり地域 

支援センター 

福井県ひきこもり地域 

支援センター嶺南サテライト 

917-0073 

小浜市四谷町3-10 

若狭健康福祉センター内 

0776-26-4400 

（福井センターで受付） 

・発達障がい児者に関 

する相談 

福井県発達障害児者 

支援センター 

「スクラム福井」 

福井 

910－0026 

 福井市光陽2－3－36 

 福井県総合福祉相談所内 

 0776－22－0370 

奥越 

912－0061 

 大野市篠座79－53 希望園

内 

 0779－66－1133 

嶺南 

914－0821 

 敦賀市櫛川41-2-3 

 0770－21－2346 

・保健･医療･福祉･環境 

に関する総合相談  
 各健康福祉センター   別表１参照 

・生活保護、身体障がい

者福祉、知的障がい者

福祉、精神障がい者福

祉、高齢者福祉、児童

福祉、母子父子寡婦福 

祉、女性福祉に関する 

相談 

 各市福祉事務所（市） 

 各健康福祉センター（県） 
  別表２参照 

教 

育 

相 

談 

・不登校、学業不振、進 

学、退学、進路、人間 

関係、いじめ、など、教 

育上の諸問題について 

の相談 

 

 

 

 福井県教育総合研究所 

教育相談センター 

 919-0461 

 坂井市春江町江留上緑8-1 

 0776-51-0511 

 福井県特別支援教育センター 

910-0846 

福井市四ツ井2丁目8-1 

0776-53-6574 

福井県教育庁嶺南教育事務所 

 教育相談室 

917－0241 

小浜市遠敷2－205 

0770－56－1310 
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就
労
・
自
立
相
談 

・就業や職業に関する 

 相談 

（若者向け） 

ふくいジョブステーション 

（福井県人材確保支援センター） 

918－8580 

福井市西木田2－8－1 

福井商工会議所ビル1F 

0776－32－4510（平日） 

（学生向け） 

Ｆスクエア・キャリアナビセンター 

910-0858 

福井市手寄1-4-1 

アオッサ7F 

0776-97-6820 

・若年無業者（ニート） 

の自立に関する相談 

ふくい若者サポート 

ステーション 

（サポステふくい、嶺南サテライト） 

910－0026 

福井市光陽2－3－22 

福井県社会福祉センター内 

0776－21－0311 

月～金、第1・3土曜日 

 

（小浜サテライト） 

917-0074 

小浜市後瀬町1-6 

勤労福祉会館2階 

0770-64-5620（要予約、平

日） 

 

（若狭サテライト） 

919-1504 

三方上中郡若狭町大鳥羽

27-13-4 

若狭ものづくり美学舎内 

（JR小浜線 大鳥羽駅舎内） 

0770-64-5620（要予約、平

日） 

そ
の
他 

・女性に関する相談 福井女性相談支援センター 

 918－8105 

 福井市木田3－701 

 0776－35－1725 

・県政に関する相談  県民相談窓口  別表３参照 

 

別表１ 各健康福祉センター 
名称 業務体制 所在地  電話番号 

 福井健康福祉センター ・地域支援室 

・福祉課 

・地域保健課 

・環境衛生課 

 918－8540 

 福井市西木田2－8－8 

0776－36－1116 

 坂井健康福祉センター ・地域支援室 

・地域保健課 

・福祉健康増進課 

・環境衛生課 

 919－0632 

 あわら市春宮2－21－17 

0776－73－0600 
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 奥越健康福祉センター ・地域支援室  

・地域保健福祉課 

・環境衛生課 

 912－0084 

 大野市天神町1－1 

0779－66－2076 

 丹南健康福祉センター ・地域支援室 

・医療監査室 

・福祉課 

・地域保健課 

・健康増進課 

・生活衛生課 

・環境廃棄物対策課 

 916－0022 

 鯖江市水落町1－2－25 

0778－51－0034 

＜武生福祉保健部＞ 

福祉課 

健康増進課 

 915－0882 

 越前市上太田町41-5 

0778－22－4135 

 嶺南振興局 

 二州健康福祉センター 

・地域支援室 

・福祉課 

・地域保健課 

・生活衛生課 

・環境廃棄物対策課 

・衛生検査課 

 914－0057 

 敦賀市開町6－5 

0770－22－3747 

 嶺南振興局 

 若狭健康福祉センター 

・地域支援室 

・福祉課 

・地域保健課 

・環境衛生課 

 917－0073 

 小浜市四谷町3－10 

0770－52－1300 
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別表２ 各市福祉事務所  
 名称 所在地 電話番号 

市 
 

関 
 

係 

 福井市福祉事務所  910－8511 福井市大手3－10－1 0776－20－5404 

 敦賀市福祉事務所  914－8501  敦賀市中央2－1－1 0770－22－8123 

 小浜市福祉事務所  917－8585  小浜市大手町6－3 0770－53－1111 

 大野市福祉事務所  912－8666  大野市天神町1－1 0779－64－5142 

 勝山市福祉事務所  911－0035  勝山市郡町1－1－50 0779－87－0777 

 鯖江市福祉事務所  916－8666  鯖江市西山町13－1 0778－51－2200 

あわら市福祉事務所  919－0692 あわら市市姫3－1－1 0776－73－1221 

越前市福祉事務所 915－8530  越前市府中1－13－7 0778－22－1020 

坂井市福祉事務所 919－0592 坂井市坂井町下新庄1－1 0776－66－1500 

 
別表３ 県民相談窓口  

名称 所在地 電話番号 

県庁舎１階 

知事公室広報広聴課 
福井市大手３丁目17－1 0776－20－0221 

そ
の
他
の
相
談
窓
口 

福井合同庁舎内 

会計課福井会計室 
福井市松本３丁目16－10 0776－63－5081 

坂井合同庁舎内 

会計課坂井会計室 
坂井市三国町水居17－45 0776－81－3179 

奥越合同庁舎内 

会計課奥越会計室 
大野市友江11－10 0779－65－1281 

南越合同庁舎内 

会計課丹南会計室 
越前市上太田町41－5 0778－23－4544 

敦賀合同庁舎内 

嶺南振興局二州企画振興室 
敦賀市中央町１丁目7－42 0770－22－0002 

若狭合同庁舎内 

嶺南振興局若狭企画振興室 
小浜市遠敷１丁目101 0770－56－2216 
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第５章 青少年関係施設 
 
１ 社会教育施設  

⑴ 青少年センター 

青少年の夢と希望を育て、心身ともにたくましい青少年の育成のため、青

少年の研修の場として、また、いこいの場･活動の拠点として設置されてい

る。 
施設名／住所／電話番号  施設内容  宿泊定員  研修定員  

 大野市青少年教育センター 
  大野市中野57－6－1 

  0779－66－6650 

研修室、和室、体育館、
ロビー、相談室、 

学習室  

― 150名  

 

⑵ 青年の家 

恵まれた環境の中で、青少年やその指導者が規律正しい共同生活をしな

がら、研修・スポーツ・交歓・レクリエーションなどを通じて教養を高め、体力

を鍛えると同時に情操を育て、規律･共同･友愛･奉仕の精神を養うことを目

的として設置されている。 
施設名／住所／電話番号  施設内容  宿泊定員  研修定員  

 国立若狭湾青少年自然の家  
  小浜市田烏区大浜  

  0770－54－3100 

研修室、体育館、 
ログキャビン、艇庫、 

食堂、浴室、宿泊室、 
キャンプ場  

300名  
【テント泊】 
要相談  

300名  

 県立奥越高原青少年自然の家  

  大野市南六呂師169－8 
  0779－67－1321 

研修室、体育館、 

クラフト室、 
多目的ホール、 
キャンプ場、 

談話ホール、食堂、 
浴室、宿泊室  

350名  
【テント泊】 
300名程

度  

350名  

 福井県立芦原青年の家  
  あわら市北潟153－227 
  0776－79－1001 

研修室、体育館、食堂、 
キャンプ場、宿泊室、 
浴室、カヌーハウス、 

グラススキー場、 
サイエンスルーム、 
キャンプ室  

120名  
【テント泊】 

100名程度  

90名  
サイエンスルーム 

40名 

 福井県立鯖江青年の家  
  鯖江市上野田町19－1 
  0778－62－1214 

研修室、体育館、和室、 
食堂、宿泊室、浴室、栽
培温室、 

多目的ホール、 
屋外調理施設  

120名  120名  

 福井県立三方青年の家  
  三方上中郡若狭町鳥浜  
  122－27－1 

  0770－45－0229 

研修室、 
体育館（多目的ホール）、 
和室、食堂、浴室、 

宿泊室、談話コーナー、 
キャンプ場  

120名  
【テント泊】 

100名程度  

120名  
多目的ホール

500名  
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 福井市少年自然の家  
  福井市脇三ヶ町  

66－2－10  

  0776－41－3660  

研修室、体育館、 
和室、食堂、 
野外活動施設、 

浴室、宿泊室  

200名  200名  

敦賀市立少年自然の家  
  敦賀市野坂80－15 

  0770－24－0052 

研修室、食堂、 
体育館、和室、 

キャンプ場、 
野外活動施設、 

浴室、宿泊室  

バンガロー10棟  

120名  120名  

 

２ 児童厚生施設 
 児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目

的として、児童館や児童センターが設置されている。 

設置者  名称 所在地 電話番号 

福井県 福井県児童科学館 坂井市春江町東太郎丸3－1 
(0776) 

51－8000 

〃 福井県こども家族館 おおい町成海1－1－1 
(0770) 

77－3211 

福井市 つばき児童館 福井市種池2丁目309 
（0776） 

33－0645 

〃 ひまわり児童館 福井市文京6丁目20－21 
（0776） 

21－9590 

〃 さざんか児童館 福井市春日町221－2 
（0776） 

33－2045 

〃 とちのき児童館 福井市松本1丁目30－24 
（0776） 

25－4580 

〃 もくせい児童館 福井市太田町14－7 
（0776） 

38－3490 

〃 とまと児童館 福井市大瀬町24－5－1 
（0776） 

33－2411 

〃 すいせん児童館 
福井市灯明寺町 

2丁目2109番地 

（0776） 

29－2050 

〃 すずらん児童館 福井市江端町29－101 
（0776） 

38－5513 

〃 ふじ児童館 福井市高木北2丁目1106 
（0776） 

53－5240 

〃 もみじ児童館 福井市新保1丁目920 
（0776） 

52－3146 

〃 こすもす児童館 福井市日之出5丁目14－1 
（0776） 

52－0619 

〃 くすのき児童館 福井市花堂北2丁目5－3 
（0776） 

34－8137 
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設置者  名称 所在地 電話番号 

福井市 たちばな児童館 福井市光陽1丁目25－29 
（0776） 

24－2859 

〃 たんぽぽ児童館 福井市和田1丁目7－26 
（0776） 

30－0335 

〃 すみれ児童館 
福井市上野本町 

2丁目1302 
（0776） 

56－4460 

〃 どんぐり児童館 福井市北四ツ居2丁目7－14 
（0776） 

52－8800 

〃 くるみ児童館 福井市若杉4丁目2102 
（0776） 

35－8020 

〃 つくし児童館 福井市西堀町8－107 
(0776) 

22－0131 

〃 まきやま児童館 福井市東郷二ヶ町25－16 
(0776) 

41－3101 

〃 たけのこ児童館 福井市砂子坂町5－58 
(0776) 

83－1651 

〃 すぎのこ児童館 福井市市波町25－3－4 
(0776) 

96－4334 

〃 くりのみ児童館 
福井市グリーンハイツ 
9－165 

(0776) 
98－3833 

〃 さくらんぼ児童館 福井市林町48－25 
(0776) 

52－1561 

〃 ちゅうりっぷ児童館 
福井市荒木新保町45－7－
1 

(0776) 
41－4155 

〃 まつのき児童館 福井市松本4丁目8-4 
（0776） 

26－1021 

敦賀市 敦賀児童館 敦賀市舞崎町2丁目21-1 
（0770） 

22－2806 

〃 松原児童館 敦賀市松原町28番40号 
（0770） 

23－1521 

〃 敦賀市立児童センター 敦賀市櫛川42－2－1 
（0770） 

25－7879 

小浜市 中名田児童館 小浜市深野7－11 
（0770） 

59－0160 

〃 遠敷児童センター 小浜市遠敷1丁目202 
（0770） 

56－0114 

〃 加斗児童館 小浜市飯盛58－14 
（0770） 

53－2175 

〃 堅海児童センター 小浜市堅海37－16 
（0770） 

53－3612 

大野市 東部児童センター 大野市美里町801 
（0779） 

66－5233 

〃 北部児童センター 大野市陽明町3丁目701 
（0779） 

65－3665 
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設置者  名称 所在地 電話番号 

大野市 南部児童センター 大野市日吉町9－8 
（0779） 

66－2133 

〃 西部児童センター 大野市泉町6番20号 
（0779） 

66－0912 

鯖江市 東部児童センター 鯖江市別司町21－17 
（0778） 

65－1119 

〃 新横江児童センター 鯖江市定次町108 
（0778） 

51－1450 

〃 水落児童館 鯖江市水落町1丁目8－22 
（0778） 

52－3561 

〃 石田児童センター 鯖江市石田下町17－11 
（0778） 

52－5150 

〃 本町児童センター 鯖江市本町4丁目6－16 
（0778） 

52－8903 

〃 神中児童センター 鯖江市神中町3丁目5－31 
（0778） 

52－8909 

〃 有定児童センター 鯖江市有定町2丁目8－21 
（0778） 

51－2985 

〃 平井児童センター 鯖江市平井町27－9－5 
（0778） 

62－0716 

〃 小黒町児童センター 鯖江市小黒町1丁目1－18 
（0778） 

52－4529 

〃 舟津児童センター 鯖江市舟津町4丁目8－16 
（0778） 

51－3329 

〃 曲木児童センター 鯖江市中野町54－30－1 
（0778） 

52－5940 

〃 鳥羽中児童センター 鯖江市神明町4丁目7－55 
（0778） 

52－5920 

〃 長泉寺児童センター 鯖江市長泉寺町2丁目3－11 
（0778） 

52－0697 

〃 柳町児童センター 鯖江市柳町2丁目1－8 
（0778） 

52－9302 

〃 戸口児童センター 鯖江市戸口町15－18－3 
（0778） 

65－0664 

越前市 武生南児童センター 越前市武生柳町11－28 
（0778） 

23－5892 

〃 武生西児童センター 越前市中央2丁目4－10 
（0778） 

23－4893 

〃 武生東児童センター 越前市国府2丁目16－8 
（0778） 

24－5229 

〃 国高児童センター 越前市国高2丁目325－3 
（0778） 

21－5055 

〃 味真野児童センター 越前市池泉町14－1 
（0778） 

27－8998 
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設置者  名称 所在地 電話番号 

越前市 王子保児童センター 越前市四郎丸町55－4－4 
（0778） 

24－2299 

〃 北日野児童センター 越前市小野谷町1-13 
（0778） 

22－1176 

〃 吉野児童館 越前市本保町19-9-1 
（0778） 

29－3230 

〃 花筐児童館 越前市粟田部町17－17 
（0778） 

42－0990 

〃 南中山児童館 越前市西庄境町21－7－1 
（0778） 

43－0991 

〃 北新庄児童館 越前市北町54-25 
（0778） 

42－7601 

〃 服間児童館 越前市藤木町12－43 
（0778） 

43－1722 

〃 大虫児童館 越前市丹生郷町13-20-4 
（0778） 

25－0770 

〃 神山児童館 越前市広瀬町102－41 
（0778） 

42－5573 

〃 岡本児童館 越前市定友町10-15 
（0778） 

43－0974 

坂井市 池上児童館 坂井市三国町池上26－1 
（0776） 

82－5925 

〃 西瓜屋児童館 
坂井市丸岡町西瓜屋 
9－10－1 

（0776） 
66－5954 

〃 坪江地区児童館 坂井市丸岡町乗兼14－21 
（0776） 

66－0493 

〃 今市児童館 坂井市丸岡町今市16－11 
（0776） 

66－8904 

〃 城北児童館 坂井市丸岡町城北6－6 
（0776） 

66－4483 

〃 新九頭竜児童館 
坂井市丸岡町新九頭竜 

2－147 

（0776） 

66－3890 

〃 坂井児童センター 
坂井市坂井町宮領50－42

－6 

（0776） 

66－1761 

〃 兵庫児童館 坂井市坂井町上兵庫62－11 
（0776） 

72－1503 

〃 大関児童館 坂井市坂井町東12－5－1 
（0776） 

72－1957 

〃 坂井木部児童館 坂井市坂井町高柳117－11 
（0776） 

72－3388 

永平寺町 松岡児童館 
永平寺町松岡吉野堺15－
44 

(0776) 
61－0750 

〃 上志比児童館 永平寺町石上27－40 
（0776） 

64－3100 
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設置者  名称 所在地 電話番号 

永平寺町 志比児童館 永平寺町東古市10－5 
(0776) 

63－3111 

池田町 池田町児童館 池田町稲荷第24号9 
（0778） 

44－6205 

南越前町 南条児童館 南越前町東大道19－49－1 
（0778） 

47－3354 

〃 今庄児童館 南越前町今庄68－16-1 
（0778） 

45－1564 

〃 湯尾児童館 南越前町湯尾79－5 
（0778） 

45－0046 

〃 河野児童館 南越前町甲楽城16－1－27 
(0778) 

48－2321 

越前町 朝日児童センター 越前町気比庄57-205 
（0778） 

34－7123 

〃 宮崎児童館 越前町江波76-5-1 
（0778） 

32－2323 

〃 越前北部児童館 越前町梅浦60－15 
（0778） 

37－1754 

〃 織田児童館 越前町織田109－55 
（0778） 

36－2232 

〃 越前中部児童館 越前町道口9－41 
(0778) 

37－2270 

美浜町 南市児童館 美浜町南市9－13－3 
（0770） 

32－0707 

高浜町 第一児童館 高浜町西三松6－21－8 
（0770） 

72－2080 

おおい町 名田庄児童館 おおい町名田庄久坂11－28 
（0770） 

67－3285 

〃 奥名田児童センター おおい町名田庄井上16－41 
（0770） 

67－3455 

若狭町 パレア若狭児童館 若狭町市場18－18 
（0770） 

62－2508 
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第６章 参考資料 
 

１ 青少年の人口 
            

福井県の人口と青少年人口の対比（年代別、５歳階級別）  
  1995 2000 2005 2010 2015 2020 

 

 

全  

 

 

体  

 

 

 総人口  

 青少年人口 (0～29) 

826,996 

296,453 

828,944 

280,946 

821,592 

252,407 

806,314 

226,381 

786,740 

212,977 

766,863 

199,927 

 総人口に対する青少年人口比 35.9  33.9 30.8 28.3  27.1  26.1 

  0～  4 歳  

  5～  9 歳  

  10～ 14 歳  

  15～ 19 歳  

  20～24 歳  

  25～29 歳  

42,120 

46,805 

５１ ,668 

53,405 

53,589 

48,866 

40,944 

４２ ,415 

46,784 

47,453 

46,436 

５６ ,914 

37,428 

４１ ,051 

42,266 

42,642 

40,231 

48,789 

34,634 

37,062 

40,496 

38,693 

34,902 

40,594 

３１ ,520 

35,036 

３７ ,331 

38,522 

33,543 

37,025 

28,141 

32,288 

35,380 

35,697 

33,551 

34,870 

構  

成  

比  

  0～  4 歳  

  5～  9 歳  

  10～ 14 歳  

  15～ 19 歳  

  20～24 歳  

  25～29 歳  

5.1 

5.7 

6.2 

6.5 

6.5 

5.9 

4.9 

5.1 

5.6 

5.7 

5.6 

6.9 

4.6 

5.0 

5.2 

5.2 

4.9 

5.9 

4.3 

4.6 

 5.1 

4.8 

4.4 

5.1 

4.0 

4.5 

4.7 

4.9 

4.3 

4.7 

3.7 

4.2 

4.6 

4.7 

4.4 

4.5 

 

 

男  

 

 

性  

 

 

 総人口  

 青少年人口 (0～29) 

401,860 

151,747 

402,367 

144,267 

397,271 

128,823 

389,712 

115,648 

381,474 

109,899 

373,973 

104,303 

 総人口に対する青少年人口比 37.8 35.9 32.5 30.0 28.8 27.9 

  0～  4 歳  

  5～  9 歳  

  10～ 14 歳  

  15～ 19 歳  

  20～24 歳  

  25～29 歳  

２１ ,787 

２４ ,０ １ １  

２６ ,355 

２７ ,838 

２７ ,526 

２４ ,230 

20,873 

２１ ,968 

23,965 

24,580 

24,053 

28,828 

１９ ,１８５  

20,９７３  

２１ ,９１０  

21,９８９  

２０ ,１ ０１  

24,665 

１７ ,７８２  

１９ ,００３  

２０ ,７ １２  

２０ ,２５５  

１７ ,５２８  

２０ ,３６８  

16,175 

17,966 

19,130 

19,960 

17,631 

19,037 

14,429 

16,650 

18,182 

18,624 

17,894 

18,524 

 

 

女  

 

 

性  

 

 

 総人口  

 青少年人口 (0～29) 

425,136 

144,706 

426,577     

136,679 

424,321 

123,584 

416,602 

110,733 

405,266 

103,078 

392,890     

95,624 

 総人口に対する青少年人口比 34.0 32.0 29.1 26.8 25.4 24.3 

  0～  4 歳  

  5～  9 歳  

  10～ 14 歳  

  15～ 19 歳  

  20～24 歳  

  25～29 歳  

20,333 

22,794 

25,313 

25,567 

26,063 

24,636 

20,071 

20,447 

22,819 

22,873 

22,383 

28,086 

18,243 

20,078 

20,356 

20,653 

20,130 

24,124 

16,852 

18,059 

19,784 

18,438 

17,374 

20,226 

15,345 

17,070 

18,201 

18,562 

15,912 

17,988 

13,712 

15,638 

17,198 

17,073 

15,657 

16,346 

※各年とも 10 月１日現在の統計  

※1995年～2010年の比率は総人口から年齢不詳を除いて算出 

 2015年および 2020年の比率は不詳補完値により算出 

 

 

資料出所：「国勢調査」 
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２  県内の教育施設数  
⑴  保育所・幼稚園・認定こども園数  
 

保育所  幼稚園  
幼保連携型  

認定 こども園  総計  

公立  私立  計  国立  公立  私立  計  公立  私立  計  

福井市  

敦賀市  

小浜市  

大野市  

勝山市  

鯖江市  

あわら市  

越前市  

坂井市  

19  

10  

7  

3  

2  

6  

 

3  

14  

8  

8  

3  

1  

2  

11  

 

3  

6  

27  

18  

10  

4  

4  

17  

 

6  

20  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

1  

4  

 

3  

11  

4  

2  

 

1  

 

 

 

4  

1  

5  

4  

 

1  

1  

4  

 

7  

12  

8  

 

1  

 

 

3  

2  

5  

2  

58  

3  

2  

8  

7  

2  

10  

13  

10  

66  

3  

3  

8  

7  

5  

12  

18  

12  

98  

25  

13  

13  

12  

26  

12  

31  

44  

市  計  64  42  106  1  21  12  34  21  113  134  274 

永平寺町  

池田町  

南越前町  

越前町  

美浜町  

高浜町  

おおい町  

若狭町  

7  

 

2  

7  

3  

2  

 

7  

 

 

 

 

 

 

 

2  

7  

 

2  

7  

3  

2  

 

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

1  

 

 

1  

1  

  

1  

 

1     

5  

 

1  

3  

1  

1  

2  

5  

 

2  

4  

 

9  

1  

4  

12  

3  

4  

4  

9  

町  計  28  2  30   1   1  4  11  15  46  

県  計  92  44  136  1  22  12  35  25  124  149  320 

 ※分校は除く 

 ※休所は除く 

資料出所：「福祉行政報告例（令和５年４月現在）」「令和５年度学校基本調査」 
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⑵  小・中学校数  
 小学校  中学校  

国立  公立  私立  計  国立  公立  私立  計  

福井市  

敦賀市  

小浜市  

大野市  

勝山市  

鯖江市  

あわら市  

越前市  

坂井市  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

51  

11  

9  

9  

9  

12  

7  

17  

19  

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

52  

11  

9  

9  

10  

12  

7  

17  

19  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

24  

5  

2  

2  

3  

3  

2  

7  

5  

2  

1  

 

 

1  

 

 

 

 

27  

6  

2  

2  

4  

3  

2  

7  

5  

市  計  1  144  1  146  1  53  4  58  

永平寺町  

池田町  

南越前町  

越前町  

美浜町  

高浜町  

おおい町  

若狭町  

 

 

 

 

 

 

 

 

6  

1  

4  

8  

3  

4  

4  

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

6  

1  

4  

8  

3  

4  

4  

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

1  

1  

4  

1  

2  

2  

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

1  

1  

4  

1  

2  

2  

2  

町  計   39   39   16   16  

県  計  1  183  1  185  1  69  4  74  

※分校は除く               資料出所：大学私学課、義務教育課              
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⑶  高等学校数  
 学校名  全日制  定時制  通信制  合計  

県  

 

 

 

立  

 

 

 

高  

 

 

 

等  

 

 

 

学  

 

 

 

校  

 

    

藤島  

 高志  

 羽水  

 足羽  

 福井農林  

 科学技術  

 福井商業  

 道守  

 三国  

 金津  

 丸岡  

 坂井  

 大野  

 勝山  

 奥越明成  

 鯖江  

 丹生  

 武生  

 武生東  

 武生商工  

 敦賀  

美方  

若狭  

敦賀工業  

若狭東  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

 

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

 

 

 

 

 

 

  

1  

 

 

(1 )  

 

(1 )  

 

 

(1 )  

 

(1 )  

 

   

(1 )  

 

(1 )  

 

 

 

 

 

 

 

(1 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1( 1 )  

1  

1  

1( 1 )  

1  

1( 1 )  

1  

1  

1( 1 )  

1  

1( 1 )  

1  

1  

1( 1 )  

1  

1( 1 )  

1  

1  

    計  24  1(6)  (1 )  25(7)  

私  

立  

高  

等  

学  

校  

 仁愛女子  

 北陸  

 福井  

 啓新  

 令和敦賀国際  

 敦賀気比  

 福井南  

 AOIK  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

(1 )  

 

 

 

1  

1  

1  

1  

1( 1 )  

1  

1  

1   

1  

  計  6  1  1( 1 )  8(1 )  

  合   計  30  2(6)  1(2)  33(8)  

資料出所：大学私学課、高校教育課 
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⑷  特別支援学校数  

 
学校名  

全日制  
合計  

本校  分教室  

国  

立  

福井大学附属  

特別支援学校  

小 ・ 中 ・ 高   1 

 

 

県  

 

 

 

立  

 

盲学校  

ろう学 校  

福井特別支援学校  

福井南特別支援学校  

福井東特別支援学校  

清水特別支援学校  

嶺北特別支援学校  

奥越特別支援学校  

南越特別支援学校  

嶺南東特別支援学校  

嶺南西特別支援学校  

幼 ・ 小 ・ 中 ・ 高  

幼 ・ 小 ・ 中 ・ 高  

小 ・ 中 ・ 高  

小 ・ 中 ・ 高  

小 ・ 中 ・ 高  

小 ・ 中 ・ 高  

小 ・ 中 ・ 高  

幼 ・ 小 ・ 中 ・ 高  

幼 ・ 小 ・ 中 ・ 高  

幼 ・ 小 ・ 中 ・ 高  

幼 ・ 小 ・ 中 ・ 高  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 ・中 ・高 (月見 ) 小 ・ 中 (五 領 )  

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1(2) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

合   計  12  2  14  

                                        資料出所：高校教育課 
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⑸  大学・短期大学・高等専門学校  
区分  大学名  学部  学科  

四  

 

 

 

年  

 

 

 

制  

 

 

 

大  

 

 

 

学  

国立  福井大学  

教育学部   学校教育課程  

 国際地域学部   国際地域学科  

 工学部  

 機械・システム工学科  

 電気電子情報工学科  

建築・都市環境工学科  

物質・生命化学科  

応用物理学科  

 医学部  
 医学科  

 看護学科  

公立  
福井県立大学  

 経済学部  
 経済学科  

 経営学科  

 生物資源学部  
 生物資源学科  

創造農学科  

 海洋生物資源学部  
 海洋生物資源学科  

先端増養殖科学科  

 看護福祉学部  
 看護学科  

 社会福祉学科  

敦 賀 市 立 看 護 大 学  看護学部   看護学科  

私立  

福井工業大学  

 工学部  

電気電子情報工学科  

機械工学科  

建築土木工学科  

原子力技術応用工学科  

環境情報学部  

環境食品応用化学科  

経営情報学科  

デザイン学 科  

経営情報学部  経営情報学科  

 スポーツ健康科学部  スポーツ健康科学科  

仁愛大学  

 人間学部  
 心理学科  

 コミュニケーション学 科  

 人間生活学部  
 健康栄養学科  

 子ども教育学科  

福井医療大学   保健医療学部  
 看護学科  

 リハビリテーション学科  

短期  

大学  
私立  仁愛女子短期大学  

 生活科学学科  

 幼児教育学科  

高等  

専門  

学校  

国立  福井工業高等専門学校  

 機械工学科  

 電気電子工学科  

 電子情報工学科  

 物質工学科  

 環境都市工学科  

資料出所：大学私学課 
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３ みんなで守ろう、子どもの安全！ ～地域ぐるみの「見守り活動」～ 

 

子どもに対する県内の声かけ事案等は年間１６６件（令和５年度）起きて

おり、その多くが登下校時に発生しています。 

 

全国では子どもが被害者となる犯罪の発生が後を絶たず、福井県内でも 

重大な犯罪に結びつく可能性のある、不審者による声かけ事案等が発生して

います。 

子ども達を狙う声かけ事案等を未然に防ぐためには、地域の方々の温か 

い目で子ども達を見守っていただくことが必要です。 

 

 ＜見守り活動例＞ 

 

○通学路の要所に立つ 

子どもの登下校時、交通量の多い道路などの危険な場所や、子どもたち

から姿が見える見通しのよい場所に立ち、子どもの安全確保に努めてくだ

さい。 

 

○一緒に登下校する 

特に低学年の下校時や、クラブ活動などで夕暮れの帰宅になる子どもた

ちには、自宅まで同行するなどの活動をお願いします。 

 

○巡回活動を行う 

通学路や人通りが少なく人の目の届きにくいところ、また幹線道路など

地域住民以外の人の利用が多い通りなどを巡回してください。 

 

○玄関前に立つ 

登下校時、子どもたちに「○○さん、おはよう」、｢おかえり｣など、声をか

けてください。 

 

あれっ？と思ったとき あぶない！と思ったとき 

 

 ■あれっ？ひとりで歩いている子どもがいる 

 

・｢車に気をつけてね｣「明日からは友達と帰ろうね」などと軽く声をか 

けてください。 

 

  ・周囲に不審者、車がないか確認し、見送ってください。以降、巡回や 
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   散歩のコースにひとり歩きの子どもが向かった方向を加えるなど、 

  さりげなく見守ってください。 

 

■あぶない！車が子どもに近づいている、子どもが車の人と話をしている 

  

・子どものところに行き、「こんにちは、学校の帰り？」「見守り活動中 

 です」などと声をかけてください。 

 

・車の人が不審者と思われたら、子どもを車から離れさせ、子どもの安 

 全を確保し、110番に通報してください。その際、人物の特徴（人相、 

 服装など）や車のナンバーなどのメモをとり、伝えてください。 

 

 

「夕方見守り運動」について 

 

「夕方見守り運動」は、誰にでもできるボランティア 

 

パトロール等とは違い、集まったり、登録したりする必要はありません。屋外

で行うちょっとしたことを夕方に合わせて行うことが、地域の子どもを守る立派

なボランティアになります。 

 

 ＜「夕方見守り運動」活動例＞ 

 

○自宅周辺での作業 

自宅周辺の草木の手入れ、掃除などは、できるだけ子どもの登下校 

の時間帯を見計らって行ってください。 

 

○散歩をする 

犬の散歩などは、通学路や子どもたちの遊び場をコースに入れて子 

どもたちを見守ってください。 

 

 

お問い合わせは 

 

各青少年育成市町民会議   連絡先 ５3ページ記載 

 

福井県防災安全部県民安全課 TEL ０７７６－２０－０７４５  

 FAX ０７７６－２０－０６３３ 

 



第７章 市町の青少年健全育成活動 
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第７章 市町の青少年健全育成活動 

福井市 

 

○ 家族ふれあいの推進 「家族ふれあい」絵手紙コンクール 

主 催 福井市教育委員会 

共 催 青少年育成福井市民会議、福井市子ども会育成連合会、福井市補導員連絡協議会 

目 的 福井市内の小学生、中学生、高校生、一般市民を対象として家族のふれあいをテーマに  

絵手紙を募集し、子どもが心身ともに健やかに成長していけるよう、家族みんなの心がふ

れあう明るい家庭づくりを推進する。 

   内 容  ・作品募集 ７月～９月上旬 

    ・表 彰 式 １１月上旬 

    ・入 賞 者 ８０名（最優秀賞、優秀賞、審査員特別賞、佳作） 

優秀作品は、表彰式会場の他に市内４カ所で展示する。併せて、ホームページにも掲

載する。 

【令和５年度の実施結果】 

・応募総数 ５８６６点 

・表 彰 式 １０月２９日福井市地域交流プラザ（ＡＯＳＳＡ６階）において開催 

・作品展示 ＡＯＳＳＡ（表彰式会場）、福井県ふるさと文学館、ショッピングシティベル、MEGAド

ン・キホーテ UNY福井店、ワイプラザ新保店において実施 

 

○ 非行防止展 

  主 催  福井市補導員連絡協議会 

   後 援  福井市教育委員会 

目 的  子どもたちを取り巻く社会情勢等についてのパネル展示、チラシ配布等の広報啓発活動 

を実施し、幅広い世代の人たちに少年の非行防止と健全育成について考えてもらうなど、

非行防止に対する社会気運を高めることを目的とする。 

内 容  パネル展示、広報活動 

【令和５年度の実施結果】 

・１１月５日  ワイプラザ新保店グルメ館２階 

闇バイトの危険性をテーマにした親子で取り組めるクイズやＳＮＳ、インターネットの危険性

を説明したパネル等の展示、広報啓発活動等を実施 
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敦賀市 

主催団体 青少年健全育成敦賀市民会議 

スローガン 地域の子は地域ですこやかに育てよう 

〇「親子のフェスティバル」の開催 

目 的  親子・仲間・地域・自然とのふれあい等を通じて青少年の健全育成を図る。 

  日 時  令和５年５月２１日（日） 午前９時３０分～午後３時 

  会 場  きらめきみなと館とその周辺 

  内 容  親子が一緒にゲームや工作を体験し、楽める「おもしろ体験コーナー」「ステージ 

コーナー」「働く車コーナー」「飲食コーナー」などの企画。 

  来場者  約１０，０００人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「青少年からのメッセージ・青少年へのメッセージ」作品募集・入賞作品展示・作品集の 

  発行 

  目 的  「将来の夢や希望に向かって健全に成長したい」という思いや考え、訴えたいことを互いに 

共有することで、それぞれの進む道に活かされることを願い、作文及び図画・ポスターを募 

集し、入賞作品の展示、作品集を発行する。 

≪令和４年度実施結果≫ 

 応募作品数 作文 ２，８０９点  図画・ポスター ２，０７８点 

 入賞作品数 作文の部  最優秀賞１２点 優秀賞１８点 入選２８点 佳作３１点 

図画・ポスターの部 最優秀賞１０点 優秀賞２２点 入選３７点 佳作５０点 

 図画・ポスター入賞作品展（６９点） 

令和５年３月２１日（火）～２６日（日）（於：げんでんふれあいギャラリー） 

 

〇広報紙「青少年つるが」の発行とホームページ開設 

  広報紙やホームページを通じて、活動報告や啓発を行っている。（ホームページアドレス 

https://seisyounentsuruga.net）「青少年つるが」は、令和５年度から SDGｓの観点よ

りweb発行するとともに、インターネット環境の整わない場合でも見られるよう紙媒体の「青少年

つるが」を公民館に配布している。 

 

〇「愛護センターだより」の発行 

  隔月で「愛護センターだより」を発行し、各関係機関に配信し、情報提供を行っている。 
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小浜市 

〇 家庭と地域が支える青少年健全育成 

 小浜市青少年健全育成協議会は、「家庭教育部会」と「地域教育部会」で活動しております。「家庭教

育部会」は、小中学校、保育園、保育園・幼稚園保護者、ＰＴＡ連合会、民生児童委員等の代表で組織し、

「地域教育部会」は、社会教育委員、主任児童委員、地域青少年育成推進員、子ども会育成連合会、ス

ポーツ少年団、老人クラブ連合会、コミュニティセンター長の代表により組織しております。 

協議会では、青少年育成福井県民会議が示す活動方針に基づき、小学校を拠点とした通学見守り活

動や、青少年のネット被害防止等の街頭啓発活動に重点的に取り組んでいます。また、ネットを安全に

利用するための研修会等に参加しています。 

 

〇 青少年育成推進員の活動について 

 推進員は、市内の各区から選出を受け、協議会の構成員として活動しています。 

 地域の子どもは地域で守り育てるという意識を持ち、青少年に対する奉仕活動への参加の呼び掛け

や、「家庭の日」、「青少年育成の日」および「夕方見守り活動」の啓発、「地域のおじさん、おばさん運動」

等の活動に取り組んでいます。 
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啓発手紙 最優秀賞ポスター 

大野市 

〇 啓発手紙の募集、最優秀作品ポスター作成 

・小・中学生及び高校生を対象に、令和５年度は「３年・５                           

年・１０年後のわたし」をテーマとして４０文字の手紙を募

集し、優秀作品を表彰しました。 

・最優秀賞５作品のポスターを作成し、各学校や公民館、 

関係機関・団体に配布しました。 

 

〇 「全校区一斉おはようの日」の実施 

（７月７日、１０月１０日、２月２日） 

・全小中学校を対象に、登校の児童・生徒に地域の大人                           

が声掛けを行っています。令和５年度は、７月、１０月、２

月に実施しました。 

 

〇 令和５年度 大野市青少年健全育成推進大会の開催 

趣 旨 ：世代間の連携を深め、活力ある地域社会を築くためには、郷土を愛し豊かな創造性を持って、

地域活動に積極的に参画する青少年を育成する必要がある。そのため、学校・家庭・地域が

「結」の心にのっとり、一丸となって、青少年に対する理解と関心を深め、今後も更なる青少年

の健全な育成を推進する。 

開催日 ：令和５年７月３０日（日） 場所：大野市文化会館  参加者：約２００名 

テーマ ：『心豊かで たくましく生きる力を持つ 青少年の育成をめざして』 

内 容 ： ・表彰式（青少年育成指導者、啓発手紙入賞者） 

・少年の主張発表（小学生１名、高校生１名） 

・パネルディスカッション 

 『 夢 10年後の自分に夢をはせて』 

       パネリスト 中学３年生５名 

・総合司会者 高校生４名 

 

 

〇 校区運営委員会の活動 

・登下校見守り活動の実施 ・校区座談会の開催 

・見守りボランティアお礼の会開催 ・危険箇所  

の確認、安全マップ見直し 

・見守り用品の配布 等 

 

〇 広報誌「すこやか」の発行（年２回、全戸配布） 

・青少年健全育成の各事業や啓発手紙の入賞作品、各小中学校の活動内容を紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

パネルディスカッション 
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勝山市 

〇青少年健全育成推進事業 

 市内９地区の青少年育成組織（かつやまっ子応援ネットワーク）や市内の各種団体による青少年健全

育成活動 

～令和５年度の活動内容例～ 

・親子で「プラコップヘッドフォンづくり」 

・恐竜ひょうたんづくり 

・お神輿づくりと冷やし中華づくり 

 

 

〇勝山市青少年健全育成推進大会 

テーマ 心豊かな青少年の育成を目指して 

      ～家庭・地域・学校がつながろう～ 

開催日 令和５年９月１日（金） 

場 所  勝山市教育会館 ホール 

内 容  アトラクション（タップダンススタジオ足音） 

      表彰式（青少年育成勝山市民会議会長表彰） 

      少年の主張発表 

      講演 福井医療大学保健医療学部看護学科 藤本 ひとみ 氏 

テーマ「学校生活が楽しくなる睡眠の話」 

 

 

〇家族イベント・文化芸術活動 

科学教室・中国ランタンづくり・親子で和太鼓エクササイズなど 

家族で参加し、体験のおもしろさや楽しさを共有する時間を持つ 

ことを目的とする。 

 

 

〇『家族に気持ちを伝えよう』の募集・表彰 

目   的   家族と交わす「ことば」の大切さを再確認し、家族で応募することにより、「ことば」の大

切さを考える機会にし、家族のきずなを深める時間をもつ。 

内   容   普段は言えない気持ちを５０文字以内のメッセージで伝え合う。 

対 象 者   市内小中学校児童生徒とその家族 

応募総数   ８４０作品（令和５年度） 

 

 

〇環境浄化活動・街頭啓発活動 

 夏休み前に、市内コンビニエンスストア・ドラッグストア等を訪問し、 

店を訪れる子ども達に目を配ってもらうよう依頼。また、１１月には 

市内スーパーの店頭で、健全育成啓発活動を実施。 
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鯖江市 

○ 家族ふれあい事業（光でつなぐ家族の絆 ～ファミリンにしやま～） 

 主 催  鯖江市、鯖江市教育委員会（提案型市民主役事業） 

 内 容   将来を担う子どもたちの健全育成と家族の絆を図ることを 

      目的として、家族の願い事を記した短冊とイルミネーション   

      を装飾したモニュメントが市民の憩いの場である西山公園  

      で点灯され、家族の思いやふるさと愛を表現した鮮やかな光  

      がクリスマスまで彩る。 

 

 

 

○「かけこみコール１１０番の家」の整備・安全マップ配布 

主 催  青少年健全育成鯖江市民会議 

内 容  子どもの緊急避難所となる「かけこみコール１１０番の家」   

を整備し、その位置と危険箇所等を細かく掲載した地区ごと  

の安全マップを作成し、小学校児童、幼稚園児を通して保護 

者に配布している。 

 

 

 

 

 

○ 鯖江市民ラジオ体操デー 

主 唱  青少年健全育成鯖江市民会議 

内 容  夏休み期間中に行われているラジオ体操の場を利用して、 

地域の大人と子どもがかかわりを深め、顔の見える人間関 

係、信頼関係を築くことで、子どもたちを事故や犯罪から 

守る安全・安心のまちづくりにつなげることを目指して各 

地区で実施する。 

 

 

 

 

○ 家庭教育啓発紙「はぐくみ」の発行 

発 行  青少年健全育成鯖江市民会議 

協 力  鯖江市教育委員会、はぐくみ編集委員会 

内 容  家庭のあり方について考える機会となり、子育てのヒントになるような家庭啓発紙 

「はぐくみ」を年間２回発行している。 

テーマ  第６１号「ポジティブ子育て～持続可能な親と子であるために～」 

第６２号「ポジティブ子育て～心も体も遊んでみませんか～」 

第６３号「ポジティブ子育て～子どもの心に寄り添って～」 

第６４号「ポジティブ子育て～感情との向き合い方～」 
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あわら市 

◆青少年健全育成あわら市民会議 活動内容について 

〇 あわら地区防犯ポスター・作文コンクール 

青少年の非行防止・被害防止や地域安全などの防犯をテーマとしたポスターおよび作文について、あ

わら市内の小中学生を対象とし、7 月中旬から 9 月上旬にかけて作品募集を行っています。作品の制

作・出品を通じて、青少年の防犯意識の向上や意識啓発を図ることを目的としています。 

また、入賞作品は、あわら市民文化祭の展示ブースをはじめ、あわら市役所や市内の銀行、コンビニ

等で展示し、広く市民の方々にも見てもらうことで市民の意識啓発もおこなっています。夏休みの課題

として制作し、応募される作品が多くありますが、年々応募数も増加し、また作品の内容も濃いものとな

っています。 

        

〇 親子ふれあい事業の開催 

 市内の小学生親子を対象とし、12月の第3日曜日の家庭の日に合わせて金津創作の森・創作工房に

て「親子ふれあい事業」を開催しています。 

 クリスマスランプ教室やクリスマスハウス教室など、親子で楽しめる事業を開催、当日は親子で一緒に

作業をしながら絆を深めてもらう、大人気の事業です。 

 また、開催当日はあわら警察署にご協力いただき、防犯についての啓発活動も行っています。事業を

通じて、親子で楽しい思い出をつくってもらうとともに、ふれあいの大切さや防犯について考える時間を

もってもらうことを目的としています。 

   

〇 青少年健全育成チラシ「シグナル」の配布 

 あわら市少年愛護センターと協力し、青少年の非行防止と健全育成を目的としたチラシ「シグナル」を

制作し、夏休み・冬休み・春休みに入る前の時期に市内小中学生に配布しています。長期休暇中の生活

の注意点や、インターネット・スマートフォンの使用についての注意点、悩みごと相談の案内などを掲載し、

青少年だけでなく保護者への周知もしています。 
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越前市 

○ 青少年健全育成越前市民のつどい、非行防止キャンペーン 

主 催  青少年健全育成越前市民のつどい実行委員会 

目 的  青少年の健全育成を社会全体の責務としてとらえ、関係団体が連携を深め、青少年への 

      愛情の大切さの再認識を目的に開催。 

   開催日 令和４年７月２４日（日）、令和５年７月２３日（日） 

   会 場  市民プラザたけふ、越前市内公園等 

   内 容  講演 令和４年：吉弘淳一氏（福井県立大学教授） 

令和５年：粂井優子氏（Home to Work代表） 

      非行防止キャンペーン 武生中央公園、市内量販店など（令和４年は中止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ たんなん青少年育成のつどい 

主 催  丹南青少年愛護センター、福井県丹南広域組合 

目 的  地域における青少年の非行防止活動や健全育成活動を目的に、丹南地区の市町補導委

員及び青少年健全育成の各団体及び関係者を対象に講演会等を開催。 

開催日  令和４年１０月３日（月）、令和５年１０月１１日（水） 

会 場  鯖江市文化センター（令和４年）、越前市いまだて芸術館（令和５年） 

内 容  表彰 福井県丹南広域組合管理者による優良補導委員表彰 

講演 令和４年 鈴木隆史氏（越前松島水族館館長） 

      令和５年 吉水ちひろ氏（仁愛大学准教授） 

 

 

 

 

 

 

 

○ 新１年生への「安心・安全啓発グッズ」の贈呈 

主 催 青少年健全育成越前市民会議 

目 的 小・中学校の新１年生に通学時の防犯や 

交通安全を目的に贈呈。 

内 容 越前市校長会で贈呈式を行い、各校で 

配布を依頼。 

   グッズ 令和４年 発光キーホルダー 

        令和５年 ホイッスル 
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坂井市 

○ 【主催】坂井市ふるさとづくり大会 

目 的 青少年の健全育成のための優れた活動を展開している青少年指導者・育成者・団体を表彰 

し、青少年の健全な育成についての市民意識の高揚を図る。 

 令和 4年度 令和 5年度 

開催日 12月 9日（金） 12月 9日（土） 

会 場 たかむく古城ホール みくに未来ホール 

受賞者 9名 2団体 13名 1団体 

発表、講演会 発表 少年の主張「支えあって生きていく」 

坂井市立丸岡南中学校 3年 相澤 七瀬 

講演 TIM ゴルゴ松本 氏 

「出張‼ ゴルゴ塾 命の授業」 

 

○ 【主管】いきいき見守り隊 

目 的 普段の屋外活動と合わせて見守り活動を行うことにより、青少年の防犯に繋げる。 

隊員数 49名（令和 5年 12月 31日時点） 

 

○ 【共催】非行防止街頭啓発活動 

主 催  坂井市青少年愛護センター 

目 的  のぼり旗を掲示するとともに買い物客に啓発グッズを配布しながら非行防止を呼びかけるこ

とで、地域における青少年の健全な育成の推進を目指す。 

開催日 令和 4年 7月 23日（土）、11月 12日（土）、令和 5年 7月 15日（土）、11月 11日（土） 

会 場  市内主要ショッピングセンター 

 

○ 【共催】赤ちゃん抱っこ体験学習 

主 催 ONLY ONE♡（オンリーワンラブ）、坂井市総合政策部 結婚応援課 

目 的 市内の中学生が赤ちゃんを抱っこしてお世話をすることで、命のぬくもりや尊さを実感し、母 

親の話を聞くことで家族や周りの人への感謝の心を養う。 

開催日および会場（全て令和 5年度） 

6月 28日（水）～29日（木） 三国中学校 3年生 

10月 3日（火） 丸岡南中学校 3年生 

10月 6日（金） 春江中学校 3年生 

10月 19日（木）～20日（金） 丸岡中学校 2年生 

11月 8日（水） 三国中学校 2年生 

 

 

 

 

 

 

△坂井市ふるさとづくり大会   △非行防止街頭啓発活動    △赤ちゃん抱っこ体験学習 

 

 

 



   

 

- 90 - 

 

永平寺町 

○ 生涯学習だより Seedでの啓発 

発 行  永平寺町教育委員会生涯学習課 

内 容  毎月、町内に全戸配布される「生涯学習だより Seed」に記事を掲載。地域ぐるみの安全 

な環境づくり、健全な青少年の育成に関する情報等を発信した。 

掲載月  5月・７月・11月（令和５年度） 

発行数  ５,６００部 

 

 

 

 

 

 

 

○ 青少年街頭補導活動 

  主 催  永平寺町青少年愛護センター、青少年育成永平寺町民会議 

   内 容  小学生・中学生の夏季、冬季、春季休業期間に合わせて街頭補導活動を行っている。街

頭補導の巡回に併せて、町内の青少年に有害な環境がないか、地区に分かれ点検を行っ

ている。 

 

○ 永平寺町ジュニアリーダー活動 

  日 時  毎月第２土曜日に定例会を実施 

   場 所  永平寺町魅力発信交流施設 えい坊館 

   内 容   町内の小学生６年生～高校生がイベント  

の企画や、町内外の研修に参加し主体的に活  

動をしている。 

今年は、町内の子ども達が体験活動を行う  

イベントを多数企画した。また町内で行われ 

ている子ども向けイベントのボランティア  

スタッフとしても活動を行なった。 

 

○ 放課後子ども教室 

  主 催  各地区公民館・各地区児童館 

   内 容  各地区公民館主事が企画し、各公民館や児童館で体験会を開催している。 

企画の内容もバラエティに富んでおり、町内の小学生が様々な文化・スポーツを 

経験できる機会が提供されている。 

         令和５年度 実施例 ：伝統遊び体験、ハンドボール体験、チョークアート体験 等 
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池田町 

○ つなぐ灯りのバトン 「スカイランタン inいけだ」事業 

主 催 池田町青年団 

目 的 コロナ禍における活動の縮小や自粛で気分が落ち込みがちになりがちな状況が続いている今だ 

からこそ、参加者に上を向いてもらい、イベントを通して町を 活気づける。 

内 容 2017年を最後に中止となっていた「いけだエコキャンドル」の灯りを受け継ぎ、柔らかな灯りの 

スカイランタンを浮かべ、池田の夜を照らす。 

      

【スカイランタンを浮かべる様子】 

 

○ 地域団体と連携した環境保全活動 

主 催 まちおこし２１池田町区長会 

共 催 青少年育成池田町民会議 

目 的 環境保全を通じたまちづくり推進 

内 容 「オオキンケイギク駆除」「セイタカアワダチソウ駆除」「河川クリーン作戦」 

      
【オオキンケイギク駆除】           【セイタカアワダチソウ駆除】 

      

【河川クリーン作戦】 
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南越前町 

○ JR南条・今庄駅啓発活動 

共 催  青少年育成南越前町民会議・南越前町補導委員会 

目 的  多くの青少年が利用する駅にてインターネットの利用に関する啓発パンフレット、暮らしに 

役立つ啓発グッズなどを配布、声掛けを行い青少年の健全育成を図る。 

   内 容  青少年の使用が多い時間帯に合わせて駅での啓発活動を行う。 

         ７月・12月・1月 

 

    【JR南条駅での啓発活動】          【JR今庄駅での啓発活動】 

 

 

○ 県外視察研修 

共 催  青少年育成南越前町民会議・南越前町補導委員会 

目 的  県外の少年院等の施設へ視察研修に行き、青少年健全育成及び非行防止の活動で 

      役立てる。 

内 容  県外の少年院や少年センターへ視察研修に行く。 

8月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【令和 5年度 視察研修 金沢法務少年支援センター】 
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越前町 

○ 見守り活動の実施 

主  催  青少年育成越前町民会議 

目  的  小中学生の登下校時に通学路にて見守り活動を実施し、事故防止を図る。 

内  容  町内主要道路等の通学路での見守り活動。 

 

○ 青少年健全育成大会の開催 

主  催  青少年育成越前町民会議 

目  的  小中学校ＰＴＡや補導委員、民生・児童委員、社会教育委員などを対象に講演会を開催 

し、本町における青少年健全育成の推進を図る。 

   開催日  令和５年１１月４日（土） 

場  所  越前町朝日多目的ホール（カメリアホール） 

参加者  １５０人 

内  容  ・講演  テーマ 「子どもとのより良いコミュニケーションの取り方 

～自己分析で学び、より良い関係を築く～」 

講 師   福井県立大学 看護福祉学部 社会福祉学科  

教授 吉弘 淳一氏 
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美浜町 

〇啓発、見回り活動 

 ・イベント 「なびあすキッズ SUMMER」 

  開 催 日 令和４年８月２０日 

  内   容  イベント内でゲームコーナーを開設し、地域 

の子どもたち同士のふれあいを通じて青少年 

の健全育成を促進した。 

イベント終了後には参加者に啓発グッズを 

配布した。 

 

 

 

 

 ・イベント 「夏フェスタ美浜」 

開 催 日 令和５年８月１９日 

内    容  青少年の健全育成促進のため、イベント来場者 

に啓発グッズを配布した。 

          また、花火大会終了後に遅くまで残らないよう 

会場周辺の見回り、声掛け等を行った。 
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高浜町 

〇ふれあい広場 

主催  青少年育成高浜町民会議 

共催  高浜町・高浜町教育委員会・公益財団法人青少年育成福井県民会議 

協賛  町内事業所 

目的  「子どもたちを地域で見守り、地域で育てよう」を合い言葉に『ふれあい広場』を 

開催しています。町内の色々な団体によるイベントブーズや自然等体験コーナー、いきものふ

れあいコーナーなど、この一日が普段出会うことのない子どもたちと地域の大人がふれあえる

貴重な交流の場となることを目的としています。 

時期  毎年５月下旬 

場所  城山公園 

参加  約 1，６００人／回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇こども安全マップの見直し・配布 

主催  青少年育成高浜町民会議 

内容   令和３年に発行した町内の小学校区（４地区）ごとに作成している「安全マップ」 

の見直しを行い、町内の小学生及び関係団体への配布を行った。 
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おおい町 

〇 おおい町子ども会キャンプ 

主 催  おおい町子ども会育成会 

共 催  青少年育成おおい町民会議 

目 的  非日常体験を通じ、日々の生活に感謝し、協調性、自主性を育む 

内 容  日時 令和 5年 10月 21日 

場所 八ヶ峰家族旅行村（おおい町名田庄染ヶ谷６－８） 

内容 ジュニア・リーダー、青少年育成者からの参加・協力を 

得ておおい町内の小学校 4～６年生を対象に、様々な交流・ 

自然体験を通して親睦を深める。（魚さばき、火おこし体験、 

ジュニア・リーダーによるゲーム体験等） 

                                   

 

 

〇 あいさつ運動（巡回指導） 

主 催  おおい町青少年愛護センター、青少年育成おおい町民会議 

内 容  <大飯地域> 

       時 期 毎月１５日、３１日 

       場 所 若狭本郷駅前 

       内 容 １７時頃から生徒全員が帰宅するまで若狭本郷駅にて下車 

             した高校生に対し、あいさつ運動および見守り活動を行う。 

 

        <名田庄地域> 

       時 期 ５月～１０月の第３金曜日 

       場 所 小倉周辺および下周辺 

       内 容 １８時頃から生徒全員が帰宅するまで、帰宅する中学生に対し、あいさつ運 

             動および見守り活動を行う。 
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若狭町 

▼青少年育成若狭町民会議 活動  

目的  将来の若狭町を担う青少年が、心豊かにたくましく成長することは、町民すべての願いであり、

大人に課せられた責務であると考え、多様化する現代社会にふさわしい青少年育成町民会議

のあり方について検討を深め、地域の中核となる運動推進者を育成するとともに、諸団体との

一層の連携強化を図り、一体的な活動を推進する。  

〇 街頭啓発活動  

『青少年育成の日』、『家庭の日』に合わせ啓発活動を実施。街頭にて活動することによって、より多

く・幅広い年代への声掛けが可能となり、有害な情報や犯罪等から、地域社会で青少年を守るとい

う意識の高揚を目的とする。 

            

▼若狭町チャレンジウォーク実行委員会活動 

〇 若狭町チャレンジウォーク 

目的：物質的な豊かさの中で、失われようとしている青少年の心の豊かさやたくましさを養うべく、家

族から離れた集団の中で生活体験をすることにより、「自立心」「忍耐力」「協調性」を培い、心

身を鍛え、魅力ある人材養成を図る。 

 

内容：例年２泊３日の移動キャンプを行い、約５０㎞を歩いているが、令和５年度は規模を縮小して１泊

２日の約４０㎞のコースにて開催をした。  

対象：小学４年生～６年生 

 

 

 



シンボルマーク 

  県 民 指 標 

  －わたくしたち県民の生活指標－ 

 

 
前 文 

わたくしたち福井県民は、福井国体の輝かしい成果をふまえて、いま、新しい時代へのた
くましい前進を念願し、ここに県民の生活指標を掲げます。 
この指標は、県民の総意にもとづく、将来にわたるわたくしたちの生活のよりどころであり

ます。 
わたくしたちは、県民の理想の姿をみつめながら時代の進展にふさわしい新しい県民性

をつちかい、県勢発展の推進力となる人づくりをめざして次の５つの生活目標を定めます。 

 
本 文 
１．親切福井 

○お互いにおもいやりの心をもち、明るく、あたたかく交わりましょう。 
○未知の人に対しても、ひろく、美しい人情を示しましょう。 

２．秩序福井 

○社会のきまりを守り、他人にめいわくをかけないようにしましょう。 
○よい風習を身につけて、家庭や社会を明るくしましょう。 

３．対話福井 

○せまい考えや利害にとらわれず、すすんでひろく話しあいましょう。 
○力をあわせて、共同の課題解決につとめましょう。 

４．健康福井 

○健康なからだで、創意を工夫して、元気に働きましょう。 
○スポーツやレクリェーションにしたしみ、体力つくりにはげみましょう。 

５．清潔福井 

○まちや村をきれいにして、住みよい生活環境をつくりましょう。 
○樹木や草花を大切にし、自然を愛しましょう。 

 

後 文 
この県民指標は、わたくしたちの日常生活を、わたくしたち自身の努力によってさらに明る

く、豊かにすることをめざすものであり、その実践の根本の心は、世界に開かれた福井県民

としての正しい郷土愛にあります。 
郷土を深く愛するわたくしたちは、この指標のもと、力をあわせ県勢の発展に努力します。 

昭和４４年３月制定 

令和６年５月発行 

青少年指導者ハンドブック 

編集・発行 福井県防災安全部県民安全課 



 

伸びよう伸ばそう青少年 

〔国民運動のシンボルマークについて〕 
寒い冬に芽ばえ、踏みつけながら太陽に向かって伸びる麦に、青少年の

イメージを重ねてデザインしたものです。未来のある青少年を、おとな

や地球の善意を結集して、逞しく育てたいという願いと、地域や日本、

地球を、青少年もおとなも一緒になって支え、それに参加していこうと

いう願いと意味がこめられています。 

24.05.12630 


